
社会福祉協議会モデル経理規程（改正後） 社会福祉協議会モデル経理規程（改正前） 関 連 通 知 等 

社会福祉法人における会計処理の基準は、「社会福祉法人

会計基準」（以下、会計基準という。）であるが、各法人は、

会計基準に基づいて、経理事務の手続きである「経理規程」

を定める必要がある。 

 会計基準と経理規程はその性格、規定の範囲が異なるた

め、各法人の経理規程では、たとえば、予算、出納、財務、

資産・負債の管理、固定資産の管理等、会計基準では触れら

れていない経理事務について定める必要がある。 

 本経理規程は、従来の社会福祉協議会標準経理規程につい

て、会計基準に基づく見直しを行ったものであり、会計処理

及び計算書類の作成における一般原則については会計基準

の規定を準用するものとする。 
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附   則 

社会福祉法人における会計処理の基準は、「社会福祉法人

会計基準」（以下、会計基準という。）であるが、各法人は、

会計基準に基づいて、経理事務の手続きである「経理規程」

を定める必要がある。 

 会計基準と経理規程はその性格、規定の範囲が異なるた

め、各法人の経理規程では、たとえば、予算、出納、財務、

資産・負債の管理、固定資産の管理等、会計基準では触れら

れていない経理事務について定める必要がある。 

 本経理規程は、従来の社会福祉協議会標準経理規程につい

て、会計基準に基づく見直しを行ったものであり、会計処理

及び計算書類の作成における一般原則については会計基準

の規定を準用するものとする。 
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凡例 
 
○「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 12年 2月 17 日 社援第 310 号 厚生省大臣官房障害保健
福祉部長・社会・援護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知） 
……社援第 310 号基準局長通知 
○「社会福祉法人会計基準」 
……会計基準 

○「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 12年 2 月 17 日 社援施第 6号 厚生省大臣官房障害保健
福祉部企画・社会・援護局企画・施設人材・老人保健福祉局老人福祉計画・児童家庭局企画課長連名通知）
……社援施第６号基準課長通知 
○「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」（平成 12年 2 月 17 日 社援施第 7号 厚生省大臣
官房障害保健福祉部企画・社会・援護局企画・施設人材・老人保健福祉局老人福祉計画・児童家庭局企画
課長連名通知） 
……社援施第７号契約課長通知 
○「社会福祉法人会計基準への移行に関する留意点について」（平成 12 年 2月 17 日 社援施第８号 厚生省
大臣官房障害保健福祉部企画・社会・援護局企画・施設人材・老人保健福祉局老人福祉計画・児童家庭局
企画課長連名通知） 
……社援施第８号移行課長通知 

○「措置費（運営費）支弁対象施設における社会福祉法人会計基準の適用について」（平成 12年 2月 17 日 社
援施第９号 厚生省大臣官房障害保健福祉部企画・社会・援護局企画・施設人材・老人保健福祉局老人福
祉計画・児童家庭局企画課長連名通知） 
……社援施第９号措置施設適用課長通知 
○「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」（平成 12 年 3月 10 日 老発第 188 号 厚生
省老人保健福祉局長通知） 
……老第１８８号繰越金局長通知 
○「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて」（平成 12 年 3 月 10 日 老計第８号 厚生
省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知） 
……指導指針 
○「保育所運営費の経理等について」（平成 12 年 3月 30 日 児発第 299 号 厚生省児童家庭局長通知）  
……児第 299 号保育所運営費局長通知 
○「『保育所運営費の経理等について』の取扱いについて」（平成 12 年 3月 30 日 児保第 12 号 厚生省児童
家庭局保育課長通知） 
……児保第 12 号保育所運営費課長通知 
○「保育所における社会福祉法人会計基準の適用について」（平成 12 年 3 月 30 日 児保第 13 号 厚生労働
省雇用均等・児童家庭局保育課長通知） 
……児保第１３号保育所適用課長通知 
 

 

 経理規程の目的を定めたものである。 

 経理業務の目的は、日々の会計業務を一定のルールに従っ

て確実に行い、それを適切に記録して、財政状態及び経営成

績、並びに支払資金の収支状況を適正に把握し、業務が所期

の目的どおりに推進されていることを確かめるとともに、予

算の適正な執行を管理することにある。 

 

 

第１章  総    則   

 

（目  的） 

第１条  この規程は、社会福祉法人○○社会福祉協議会

（以下「本会」という。）の経理の基準を定め、適切

な経理事務を行い、財政状態及び経営成績、並びに支

払資金の収支状況を適正に把握することを目的とす

る。 

 

 経理規程の目的を定めたものである。 

 経理業務の目的は、日々の会計業務を一定のルールに従っ

て確実に行い、それを適切に記録して、財政状態及び経営成

績、並びに支払資金の収支状況を適正に把握し、業務が所期

の目的どおりに推進されていることを確かめるとともに、予

算の適正な執行を管理することにある。 

第１章  総    則   

 

（目  的） 

第１条  この規程は、社会福祉法人○○社会福祉協議会

（以下「本会」という。）の経理の基準を定め、適切

な経理事務を行い、財政状態及び経営成績、並びに支

払資金の収支状況を適正に把握することを目的とす

る。 

（社援第 310 号：基準局長通知：３ 会計基準運用上の留意点） 
(１) 経理規程の制定 
法人は、会計基準に基づき会計処理に必要な事項について経理規程を定めること。 

 
 
（会計基準：第１条（社会福祉法人会計の基準）） 
２ 社会福祉法人は、この会計基準に基づき、会計処理のために必要な事項について経理規程を作成しなけ
ればならない。 



 

 

この規程が対象とする経理事務の範囲を定めている。 

通常、経理規程には含まれない税務、総資産の変更登記等

については、補則に規定している。 

（経理事務の範囲） 

第２条  この規程において経理事務とは、次の事項をい

う。     

(1) 会計帳簿の記帳、整理及び保管に関する事項    

(2) 予算に関する事項      

(3) 金銭の出納に関する事項      

(4) 財務に関する事項      

(5) 資産・負債の管理に関する事項      

(6) 固定資産の管理に関する事項     

(7) 決算に関する事項      

(8) 会計監査に関する事項 

(9) 契約に関する事項 

 

 

この規程が対象とする経理事務の範囲を定めている。 

通常、経理規程には含まれない税務、総資産の変更登記等

については、補則に規定している。 

（経理事務の範囲） 

第２条  この規程において経理事務とは、次の事項をい

う。     

(1) 会計帳簿の記帳、整理及び保管に関する事項    

(2) 予算に関する事項      

(3) 金銭の出納に関する事項      

(4) 財務に関する事項      

(5) 資産・負債の管理に関する事項      

(6) 固定資産の管理に関する事項     

(7) 決算に関する事項      

(8) 会計監査に関する事項 

(9) 契約に関する事項 

 

 

 

 社会福祉協議会の経理事務を包括的に規制するものは、関

係法令であり、各会の定款である。 

 経理規程は、それに基づき、経理にかかわる細目を規定し

たものである。 

（会計処理の基準） 

第３条 会計処理の基準は、法令及び定款並びに本規程

に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準の定める

ところによる。          

 

２ 第 4 条第３項に規定する、特段の定めにより特別会

計とすることが求められている社会福祉事業につい

ては、第１項の規定にかかわらず、それぞれの会計処

理の基準を適用する。   

(1) 生活福祉資金特別会計及び生活福祉資金貸付事

務費特別会計については、生活福祉資金会計準則 

(2) 肢体不自由児施特別会計、重症心身障害児施設特

別会計、助産施設特別会計については、病院会計準

則   

(3) 介護老人保健施設特別会計については、介護老人

保健施設会計・経理準則   

(4) 授産施設特別会計については、授産施設会計基準 

 

３ 第 4条第３項に規定する公益事業については、原則

として社会福祉法人会計基準を適用するものとし、社

会福祉法人会計基準を適用することが合理的でない

と認められるものについては、一般に公正妥当と認め

られる会計処理の基準を適用する。 

 

４ 第 4条第３項に規定する収益事業については、第１

項の規定に係らず、一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準を適用する。  

 

 

 社会福祉協議会の経理事務を包括的に規制するものは、関

係法令であり、社会福祉協議会の定款である。 

 経理規程は、それに基づき、経理にかかわる細目を規定し

たものである。 

（会計処理の基準） 

第３条 会計処理の基準は、法令及び定款並びに本規程

に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準の定める

ところによる。          

 

２ 第 4 条第３項に規定する、特段の定めにより特別会

計とすることが求められている社会福祉事業につい

ては、第１項の規定にかかわらず、それぞれの会計処

理の基準を適用する。   

(1) 生活福祉資金特別会計及び生活福祉資金貸付事

務費特別会計については、生活福祉資金会計準則  

(2) 肢体不自由児施特別会計、重症心身障害児施設特

別会計、助産施設特別会計については、病院会計準

則   

(3) 介護老人保健施設特別会計については、介護老人

保健施設会計・経理準則   

(4) 授産施設特別会計については、授産施設会計基準

 

３ 第 4条第３項に規定する公益事業については、原則

として社会福祉法人会計基準を適用するものとし、社

会福祉法人会計基準を適用することが合理的でない

と認められるものについては、一般に公正妥当と認め

られる会計処理の基準を適用する。 

 

４ 第 4条第３項に規定する収益事業については、第１

項の規定に係らず、一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準を適用する。  

（社会福祉法：第２６条（公益事業及び収益事業）） 
 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業（以下「公益事業」
という。）又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業（第２条第４項第４号に掲げる事業その他の政令で
定めるものに限る。 第５７条第２号において同じ。）の経営に充てることを目的とする事業（以下「収益事
業」という。）を行うことができる。 
 
 
 
（社援第 310 号：基準局長通知： ４ 適用の範囲等一部抜粋） 
  （1） 適用の範囲    
① 原則として、全ての法人について適用するものとする。   
   
② 措置費（運営費）支弁対象施設のみを運営している法人につ  いては、当分の間、昭和５１年１月３１日
社施２５号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知｛社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準
則について）「以下「経理規程準則」という。」によることができるものとする。     

 
③ これまで経理規程準則が適用されていない法人については、当分の間、従来の会計処理によることができ
るものとする。   

  
④ 病院会計準則等を適用している肢体不自由児施設、重症心身障害者児施設、助産施設及び老人保健施設等
については、当分の間、従来の会計処理によるものとする。  

   
⑤ 授産施設については、別途通知される予定の会計基準によるものとする。 
 
 
 



 本条においては、各会で実施している事業について会計処

理の基準を規定するものとする。 

 

（一般会計の会計処理の基準）  

 「社会福祉法人会計基準」は、原則としてすべての社会福

祉法人の社会福祉事業について適用される。  

 ただし、次の事業については事業の特殊性あるいは歴史的

な経緯により、すでに会計の処理基準が示されているので、

会計基準を適用せずそれぞれの会計処理の基準によるもの

とする。 

 なお、本条第２項では規定していないが、指定老人訪問看

護事業及び指定訪問看護事業については、会計処理の基準と

して「指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会

計・経理準則」が示されているため、当該基準による会計処

理が求められる。 

(1) 生活福祉資金特別会計及び生活福祉資金貸付事務費

特別会計については、生活福祉資金会計準則  

生活福祉資金貸付事業における市区町村社会福祉協

議会の経理処理については、一般会計内で行うものとす

る。 

(2) 肢体不自由児施設特別会計等については、病院会計準

則    

(3) 介護老人保健施設特別会計については、介護老人保健

施設会計・経理準則  

(4) 授産施設特別会計については、授産施設会計基準 

 

(公益事業特別会計の会計処理の基準)   

 会計基準では、公益事業に関する会計処理及び計算書類の

作成は、社会福祉法人会計基準に準じて行うことができると

されている。  

 以下は、各法人により、公益事業に適用した会計処理の基

準ごとの条文案である。 

 

１．社会福祉法人会計基準を適用した場合  

「３．第４条第３項に規定する公益事業については、社会

福祉法人会計基準を適用するものとする。」 

 

２．社会福祉法人会計基準以外の会計基準を適用した場合 

「３．第４条第３項に規定する公益事業については、第１

項の規定に係わらず、○○○○会計基準を適用するものと

する。」 

 

(収益事業特別会計の会計処理の基準)  

 会計基準では、収益事業に関する会計処理及び計算書類の

作成については、「一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準」である企業会計原則を適用するとされている。 

 本条においては、各会で実施している事業について会計処

理の基準を規定するものとする。 

 

（一般会計の会計処理の基準）  

 「社会福祉法人会計基準」は、原則としてすべての社会福

祉法人の社会福祉事業について適用される。  

 ただし、次の事業については事業の特殊性あるいは歴史的

な経緯により、すでに会計の処理基準が示されているので、

会計基準を適用せずそれぞれの会計処理の基準によるもの

とする。 

 なお、本条第２項では規定していないが、指定老人訪問看

護事業及び指定訪問看護事業については、会計処理の基準と

して「指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会

計・経理準則」が示されているため、当該基準による会計処

理が求められる。 

(1) 生活福祉資金特別会計及び生活福祉資金貸付事務費

特別会計については、生活福祉資金会計準則  

生活福祉資金貸付事業における市区町村社会福祉協

議会の経理処理については、一般会計内で行うものとす

る。 

(2) 肢体不自由児施設特別会計等については、病院会計準

則    

(3) 介護老人保健施設特別会計については、介護老人保健

施設会計・経理準則  

(4) 授産施設特別会計については、授産施設会計基準 

 

(公益事業特別会計の会計処理の基準)   

 会計基準では、公益事業に関する会計処理及び計算書類の

作成は、社会福祉法人会計基準に準じて行うことができると

されている。  

 以下は、各法人により、公益事業に適用した会計処理の基

準ごとの条文案である。 

 

１．社会福祉法人会計基準を適用した場合  

「３．第４条第３項に規定する公益事業については、社会

福祉法人会計基準を適用するものとする。」 

 

２．社会福祉法人会計基準以外の会計基準を適用した場合

「３．第４条第３項に規定する公益事業については、第１

項の規定に係わらず、○○○○会計基準を適用するものと

する。」 

 

(収益事業特別会計の会計処理の基準)  

 会計基準では、収益事業に関する会計処理及び計算書類の

作成については、「一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準」である企業会計原則を適用するとされている。 

（会計単位及び経理区分） 

第４条 本会の会計単位は、一般会計と特別会計とする。 

 

（会計単位及び経理区分） 

第４条 本会の会計単位は、一般会計と特別会計とする。

 

（会計基準：第 2条（公益事業会計及び収益事業会計）） 
  法第 26 条第１項に規定する公益事業（以下「公益事業」という。）に関する会計及び同項に規定 する収益
事業（以下「収益事業」という。）に関する会計は、それぞれ特別会計として独立した会計単位と しなけれ
ばならない。 
 



 

（会計単位） 

 社会福祉法人が実施する社会福祉事業については、「一般

会計」として会計単位を設定し、その会計処理の基準として

は「社会福祉法人会計基準」によらなければならない。 

 また、公益事業及び収益事業については、社会福祉事業の

会計と区分して特別会計とすることが求められており、それ

ぞれについて会計単位を設定しなければならない。 

 なお、次の事業については「社会福祉法人会計基準」を適

用せず、それぞれの会計基準によるものとされており、これ

らの会計処理のルールが異なる会計は、特別会計として設定

するものとする。 

２ 一般会計は、法人運営事業及び定款に記載された社

会福祉事業を一括した会計とする。 

 

３ 特別会計は、定款に記載された公益事業、収益事業

又は特段の定めにより特別会計とすることが求められ

ている社会福祉事業について設定する。 

 

４ 事業活動の内容を明らかにするために、それぞれの

会計単位においては経理区分を設け、収支計算（第５

条第２項（３）で貸借対照表内訳表を選択した場合に

は「及び財産管理」を追加。）を行わなければならない。 

  なお、事業活動の内容を明らかにするために必要が

ある場合、さらに経理区分を細分化することができる。 

 

５ 前項までの規定に基づき、本会において設定する会

計単位及び経理区分は次のとおりとする。（例示） 

(1)一般会計      

 ｱ 法人運営経理区分      

 ｲ 共同募金配分金経理区分 

 ｳ Ａ経理区分      

 ｴ Ｂ経理区分   

(2)公益事業特別会計     

 ｱ Ｃ経理区分   

 ｲ Ｄ経理区分 

(3)収益事業特別会計 

 ｱ Ｅ経理区分   

 ｲ Ｆ経理区分  

(4)その他の特別会計 

 ｱ 生活福祉資金貸付事業特別会計（生活福祉資金会

計準則） 

  ① 生活福祉資金特別会計      

  ② 生活福祉資金貸付事務費特別会計  

 ｲ 肢体不自由児施設特別会計（病院会計準則） 

 ｳ 重症心身障害児施設特別会計（病院会計準則） 

 ｴ 助産施設特別会計（病院会計準則） 

 ｵ 介護老人保健施設特別会計（介護老人保健施設会

計・経理準則）    

 ｶ 授産施設特別会計（授産施設会計基準）  

 

（会計単位） 

 社会福祉法人が実施する社会福祉事業については、「一般

会計」として会計単位を設定し、その会計処理の基準として

は「社会福祉法人会計基準」によらなければならない。 

  また、公益事業及び収益事業については、社会福祉事業

の会計と区分して特別会計とすることが求められており、そ

れぞれについて会計単位を設定しなければならない。 

 なお、次の事業については「社会福祉法人会計基準」を適

用せず、それぞれの会計基準によるものとされており、これ

らの会計処理のルールが異なる会計は、特別会計として設定

するものとする。 

２ 一般会計は、法人運営事業及び定款に記載された社

会福祉事業を一括した会計とする。 

 

３ 特別会計は、定款に記載された公益事業、収益事業

又は特段の定めにより特別会計とすることが求められ

ている社会福祉事業について設定する。 

 

４ 事業活動の内容を明らかにするために、それぞれの

会計単位においては経理区分を設け、収支計算（第５

条第２項（３）で貸借対照表内訳表を選択した場合に

は「及び財産管理」を追加。）を行わなければならない。

  なお、事業活動の内容を明らかにするために必要が

ある場合、さらに経理区分を細分化することができる。

 

５ 前項までの規定に基づき、本会において設定する会

計単位及び経理区分は次のとおりとする。（例示） 

(1)一般会計      

 ｱ 法人運営経理区分      

 ｲ 共同募金配分金経理区分 

 ｳ Ａ経理区分      

 ｴ Ｂ経理区分   

(2)公益事業特別会計     

 ｱ Ｃ経理区分   

 ｲ Ｄ経理区分 

(3) 収益事業特別会計 

 ｱ Ｅ経理区分   

 ｲ Ｆ経理区分  

(4)その他の特別会計 

 ｱ 生活福祉資金貸付事業特別会計（生活福祉資金会

計準則） 

  ① 生活福祉資金特別会計      

  ② 生活福祉資金貸付事務費特別会計  

 ｲ 肢体不自由児施設特別会計（病院会計準則） 

 ｳ 重症心身障害児施設特別会計（病院会計準則） 

 ｴ 助産施設特別会計（病院会計準則） 

 ｵ 介護老人保健施設特別会計（介護老人保健施設会

計・経理準則）    

 ｶ 授産施設特別会計（授産施設会計基準）  

２  公益事業に関する会計の会計処理及び計算書類の作成は、この会計基準に準じて行うことができる。 
 
３ 収益事業に関する会計については、この会計基準は適用せず、一般に公正妥当と認められる企業会計の
原則に従って行わなければならない。 

 
 
 
 （会計基準：第４条（経理区分）） 
  社会福祉法人の事業活動の内容を明らかにするため、法人本部及び定款に記載した社会福祉事業ごとの区
分（以下「経理区分」という。）を設け、その経理区分ごとに収支計算を行わなければならない。 

 
2  経理区分により、事業内容を明らかにできない場合は、さらに経理区分を細分し、収支計算を行うことが
できる。 

 
 
 
（社援第３１０号基準局長通知：3 会計基準運用上の留意点） 
 （３）経理区分     
法人本部及び定款に記載された社会福祉事業ごとに経理区分を設けることとしたが、複数の施設等   を
運営している場合には、それぞれの施設等ごとの区分を設け、その区分ごとに収支計算を行うこと。 
 
 
 
（社援施第６号基準課長通知：１運用上の留意事項）  
(13)本部経理区分に係る経費の範囲 
  法人本部に係る経費については、理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員の報酬等その他の経理
区分に属さないものであって、法人本部の帰属とすることが妥当な収入支出とする。 

 
（14）経理区分の細分化   
  会計基準第 4 条に規定する経理区分については、法人本部及び定款に記載された社会福祉事業ごとに区
分するものであるが、特定の補助金による事業運営を行っている場合に当該補助金の収支を明らか   にす
る必要がある場合等については、さらに経理区分を細分化し収支計算を行うことができるものとする。 

 
 
 
 （老計第８号指針課長通知： 第２ 会計処理について  
 1 会計の区分  
  第 1 の 2に定める施設等の会計の区分（以下「会計区分」という）の具体的な取扱いは、次によるものと
する。  
 
 (1) 第１の２の(1)に定める指定介護老人福祉施設の会計は、,独立した一つの会計区分にて処理しなければ
ならない。   

  なお、当該施設において、同 2の(4)及び（５）のア、イ、コからセまでまでに定める事業を行う施設等
が併設されている場合又は当該施設でこれらを行う場合は、当該施設の会計区分に含めて会計を処理する
ことができる 。 

  
 (2) 第１の２の(2)に定める施設の会計    
  第１の２の(2)に定める養護老人ホームの会計は、独立した一つの会計区分にて処理しなければならな
い。   

  なお、当該施段において、同２の(４)及び（５）のア、イ、コからセまでに定める事業を行う施設等が
併設されている場合又は当該施設でこれらを行う場合は、当該施設の会計区分に含めて会計を処  理する
ことができる。 

  
(３) 第１の２の(３)に定める施設の会計  
  第 1の 2の(3)に定める軽費老人ホームの会計は、それぞれ独立した会計区分にて会計を処理しなければ
ならない。 

   なお、当該施設において、同２の（４）及び（５）に定める事業を行う施設等が併設されている場合又
は当該施設でこれらを行う場合は、当該施設の会計区分に含めて会計を処理することができる。  

  ただし、社会福祉法人にあっては、同２の（５)のウからケを除くものとする。 
 
 



(1) 生活福祉資金特別会計及び生活福祉資金貸付事務費

特別会計については、生活福祉資金会計準則    

(2) 肢体不自由児施設特別会計等については、病院会計準

則     

(3) 介護老人保健施設特別会計については、介護老人保健

施設会計・経理準則 

(4) 授産施設特別会計については、授産施設会計基準   

   

 また、収益事業については経営成績の把握、法人税等の税

額計算等の目的のため、会計処理の方法は、一般の営利企業

の会計処理の基準である企業会計原則に従って行うことが

求められている。 

 

（経理区分) 

会計単位においては、「法人運営事業及び定款に記載され

た社会福祉事業ごとに」経理区分を設ける事が要求されてい

る。   

 経理区分とは、会計単位を構成する事業区分であり、下記

のような区分が考えられる。 

(1) 国・地方自治体からの補助・委託・助成等の使途が指

定された行政指導のある事業 

(2) 民間団体等からの補助・委託・助成・寄付等の使途が

指定された事業 

(3) 共同募金配分金、基金運営、介護保険等の区分経理の

指示・要請がある事業 

(4) その他、資金の貸付(生活福祉資金貸付事業を除く。）

等の独立した経理区分として処理することが望ましい

事業 

    

 なお、使用しなくなった経理区分は、不正に使用されかね

ないので、対象事業の終了とともに廃止手続を遅滞なく行う

ことに特に留意しなければならない。 

 当該経理区分の「廃止」の際に残余財産がある場合には、

理事会の議決を経、原則として評議員会の議決を得たうえで

適正な処理を行う必要がある。 

また、共同募金配分金については、資金収支計算書及び事

業活動収支計算書の大区分に、収入・支出ともに共同募金配

分金の名称を付した勘定科目を設け、原則として、一般会計

において独立した経理区分としなければならない。 

 ただし、配分金が著しく少額である等、これにより難い場

合は、法人運営経理区分内で処理を行うことができる。 

 やむを得ず収支の差額が生じた場合には、当該差額を資金

収支計算書及び事業活動収支計算書の支出の部に、「返還金

支出」の勘定科目を用いて処理する。 

  

 

もし、年度末日において返還未了の場合には、当該返還未

了の額は、貸借対照表の負債の部に「未返還金」の勘定科目

を用いて処理する。 

(1) 生活福祉資金特別会計及び生活福祉資金貸付事務費

特別会計については、生活福祉資金会計準則    

(2) 肢体不自由児施設特別会計等については、病院会計準

則     

(3) 介護老人保健施設特別会計については、介護老人保健

施設会計・経理準則 

(4) 授産施設特別会計については、授産施設会計基準   

   

 また、収益事業については経営成績の把握、法人税等の税

額計算等の目的のため、会計処理の方法は、一般の営利企業

の会計処理の基準である企業会計原則に従って行うことが

求められている。 

 

（経理区分) 

会計単位においては、「法人運営事業及び定款に記載され

た社会福祉事業ごとに」経理区分を設ける事が要求されてい

る。   

 経理区分とは、会計単位を構成する事業区分であり、下記

のような区分が考えられる。 

(1) 国・地方自治体からの補助・委託・助成等の使途が指

定された行政指導のある事業 

(2) 民間団体等からの補助・委託・助成・寄付等の使途が

指定された事業 

(3) 共同募金配分金、基金運営、介護保険等の区分経理の

指示・要請がある事業 

(4) その他、資金の貸付(生活福祉資金貸付事業を除く。）

等の独立した経理区分として処理することが望ましい

事業 

    

 なお、使命を終わった経理区分は、予算の不正使用に利用

されかねないので、対象事業の終了とともに廃止手続を遅滞

なく行うことに特に留意しなければならない。 

 当該経理区分の「廃止」の際に残余財産がある場合には、

理事会の議決を経、原則として評議員会の議決を得たうえで

適正な処理を行う必要がある。 

また、共同募金配分金については、資金収支計算書及び事

業活動収支計算書の大区分に、収入・支出ともに共同募金配

分金の名称を付した勘定科目を設け、原則として、一般会計

において独立した経理区分としなければならない。 

 ただし、配分金が著しく少額である等、これにより難い場

合は、法人運営経理区分内で処理を行うことができる。 

 やむを得ず収支の差額が生じた場合には、当該差額を資金

収支計算書及び事業活動収支計算書の支出の部に、「返還金

支出」の勘定科目を用いて処理する。 

  

 

もし、年度末日において返還未了の場合には、当該返還未

了の額は、貸借対照表の負債の部に「未返還金」の勘定科目

を用いて処理する。 

 (4) 第１の２の(４)に定める施設等の会計  
  第１の２の(４)に定める施設等の会計は、それぞれ独立した会計区分にて処理しなければならない。  
  なお、当該施設等において、同２の(４)に定める他の事業若しくは同２の（５）に定める事業を行う施
設等が併設されている場合又は当該施設等でこれらを行う場合は、当該施設等の会計区分に含めて会計を
処理することができる。 

  ただし、社会福祉法人にあっては、同２の（５)のウからケ を除くものとする。  
 
 (5) 第１の２の(５)に定める施設等の会計 
  第１の２の(５)に定める施設等の会計は、独立した会計区分にて処理しなければならない。 なお、当該
施設等において、同２の（５）に定める他の事業を行う施設等が併設されている場合又は当該施設等でこ
れらを行う場合は、当該施設等の会計区分に含めて会計を処理することができる。 

 
 ５ 会計区分ごとの業務の表示 
  会計区分ごとの介護サービス事業(以下「セグメント」という。)を計算書類において表示する場合は、経
常収支差額の内容について行うものとし、その表示方法は別紙３のとおりとする。 

  なお、収入及び支出のセグメントごとの帰属は、当該収入・支出の発生原因に基づいて決定するものとし、
直接的な把握が困難な場合においては、合理的な按分基準に基づき毎期継続的に配分するものとする。 

 
（児保第１３号保育所適用課長通知：５．その他） 
 保育所を経営する者の会計処理に当たっては、勘定科目のうち役員報酬などの法人本部に属する経費を保
育所の経理区分に計上することができないものであること。 



  

 

社会福祉法人は、社会福祉法により、毎会計年度終了後 2

月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算

書を作成しなければならないと定められており、この規定は

それを受けたものである。 

 なお、収支計算書とは、資金収支計算書及び事業活動収支

計算書のことであり、それぞれに附属する収支内訳表につい

ても作成するよう規定している。  

 貸借対照表については、それに附属する内訳表の作成を特

に要求されていないが、内訳表がなくても収支を区分するこ

とは可能であり、また貸借対照表を一本化することによって

法人全体の財政状態を把握できるようになる。 

しかし、財政状態の管理上、経理区分ごとの貸借対照表内

訳表の作成が法人にとって有効と判断した場合、又は補助金

あるいは受託金等の事業経理区分で交付元の要請がある場

合には、貸借対照表についても内訳表を作成することができ

る。 

 なお、本規程第３条第２項、第３項、第４項に規定する特

別会計については、それぞれの会計処理の基準により求めら

れている計算書類を作成するものとする。 

（会計年度及び計算書類） 

第５条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月

31 日までとする。 

 

２ 毎会計年度終了後 2 カ月以内に、次の計算書類を作

成しなければならない。ただし、第 3 条第 2 項、第 3

項、第 4 項に規定する会計処理の基準を適用する特別

会計については、それぞれの会計処理の基準に基づく

計算書類を作成しなければならない。 

(1) 資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳

表   

(2) 事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動

収支内訳表  

(3) 貸借対照表（貸借対照表についても内訳表を作成

する場合には「及びこれに附属する貸借対照表内訳

表」を追加。）  

(4) 財産目録 

 

 

 社会福祉法人は、社会福祉法により、毎会計年度終了後 2

月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算

書を作成しなければならないと定められており、この規定は

それを受けたものである。 

 なお、収支計算書とは、資金収支計算書及び事業活動収支

計算書のことであり、それぞれに附属する収支内訳表につい

ても作成するよう規定している。  

 貸借対照表については、それに附属する内訳表の作成を特

に要求されていないが、内訳表がなくても収支を区分するこ

とは可能であり、また貸借対照表を一本化することによって

法人全体の財政状態を把握できるようになる。 

しかし、財政状態の管理上、経理区分ごとの貸借対照表内

訳表の作成が法人にとって有効と判断した場合、又は補助金

あるいは受託金等の事業経理区分で交付元の要請がある場

合には、貸借対照表についても内訳表を作成することができ

る。 

 なお、本規程第３条第２項、第３項、第４項に規定する特

別会計については、それぞれの会計処理の基準により求めら

れている計算書類を作成するものとする。 

（会計年度及び計算書類） 

第５条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月

31 日までとする。 

 

２ 毎会計年度終了後 2 カ月以内に、次の計算書類を作

成しなければならない。ただし、第 3 条第 2 項、第 3

項、第 4 項に規定する会計処理の基準を適用する特別

会計については、それぞれの会計処理の基準に基づく

計算書類を作成しなければならない。 

(1) 資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳

表   

(2) 事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動

収支内訳表  

(3) 貸借対照表（貸借対照表についても内訳表を作成

する場合には「及びこれに附属する貸借対照表内訳

表」を追加。）  

(4) 財産目録 

（会計基準：第６条（計算書類）） 
 社会福祉法人が作成しなければならない計算書類は、次のとおりとする。（注 2） 
一 資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表 
二 事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表 
三 貸借対照表 
四 財産目録 
 
 
 (注２ )計算書類の作成について 
 公益事業及び収益事業に関する会計は、独立した会計単位としなければならないが、財産目録については、
各会計単位ごとに作成することに代えて法人全体のものを作成することができる。 
 
 
 
 
（社援施第６号基準課長通知：１運用上の留意事項）  
（3）決算    
   決算に際しては、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び財産目録を毎会計年度終了
後 2か月以内に作成しなければならない。このうち、資金収支計算書、事業活動収支計算 書及び貸借対
照表については、社会福祉事業法施行規則第 6条に基づき、毎会計年度終了後   3 か月以内に法人の現
況報告に添付する書類として所轄庁に提出しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（老計第８号指針課長通知：第 2 介護保険制度化における会計処理について） 
２ 会計に関する諸記録の整備等 
(1)  会計に関する諸記録の整備会計に関する諸記録は、収支計算書、事業活動計算書(損益計算書及び正味
財産増減計算書(フロー式)等を含む｡) 及び貸借対照表 (以下｢計算書類｣という｡) 並びに会計帳簿と
し、これらを整備しておかなければならない。なお、社会福祉法人及び会計区分ごとに特別な会計とし
て経理を行う民法第 34 条に規定する法人等以外の法人又は事業所にあっては、計算書類のうち、収支計
算書又は事業活動計算書、及び貸借対照表を省略することができる。 

 
 
 

（会計責任者及び会計職員） 

第６条 本会は、第２条に規定する経理事務（第 10 章に

規定する「契約」に関する事項を除く）を行うため、

会計責任者を置く。 

 

２ 会計責任者は、会長が任命する。 

 

３ 経理事務を行うため、会計職員を置く。 

 

４ 会計責任者は、会計職員を指導監督しなければなら

ない。  

（会計責任者及び会計職員） 

第６条 本会は、第２条に規定する経理事務（第 10 章に

規定する「契約」に関する事項を除く）を行うため、

会計責任者を置く。 

 

２ 会計責任者は、会長が任命する。 

 

３ 経理事務を行うため、会計職員を置く。 

 

４ 会計責任者は、会計職員を指導監督しなければなら

ない。  

（社援施第 6号基準課長通知：1運用上の留意事項） 
（１）管理組織の確立 
 法人における予算の執行及び資金等の管理に関しては、あらかじめ運営管理責任者を定める等法人の管理
運営に十分配慮した体制を確保すること。また、会計責任者については理事長が任命することとし、会計責
任者は取引の遂行、資産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計処理に関する事務を行い、又は理事
長の任命する出納職員にこれらの事務を行わせるものとする。なお、会計責任者と出納職員の兼務は避け、
内部牽制組織を確立すること。 



 

 経理事務においては、1 つの仕事を 1 人の職員で完遂させ

ないよう内部牽制のはたらく人的組織を設計することが重

要である。 

 会計責任者は、本規程第２条に定められている経理に関す

る事務(ただし、第１０章に規定する「契約」に関する事項

を除く。）について、一切の責任を負う。 

 会計責任者は、経理に関する事務を自らが行う代わりに、

会計職員に指示して行わせることができる。 

 ただし、会計職員に事務を代行させる場合であっても、会

計責任者は、経理に関する事務の責任者として会計職員を指

導監督しなければならない。 

(1) 人員規模等の小さい社会福祉協議会の場合には、会計

責任者が経理事務全般（出納を含む）に関する承認手続

きを、会計職員が経理事務をそれぞれ行い、経理事務の

内部牽制（事務手続と承認の分離）を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)規模の大きい法人にあっては、上記の第６条の規定

を次のとおりとする。 

 

（会計責任者、出納責任者及び会計職員） 

第６条 本会は、第２条に規定する経理事務（第 10 章に

規定する「契約」に関する事項を除く）を行うため、

会計責任者を置く。 

 

２ 経理事務のうち、金銭の出納及び保管に関する一切

の事務を行うため、出納責任者を置く。 

 

３ 会計責任者及び出納責任者は、会長が任命する。 

 

４ 会計責任者は、第１項の事務に関する一切の責任を

負い、出納責任者は会計責任者に対し、第２項の事務

について責任を負う。 

 

５  経理事務を行うため、会計職員を置く。 

 

６  会計責任者及び出納責任者は、会計職員を指導監督

しなければならない。     

 

 経理事務においては、1 つの仕事を 1 人の職員で完遂させ

ないよう内部牽制のはたらく人的組織を設計することが重

要である。 

 会計責任者は、本規程第２条に定められている経理に関す

る事務(ただし、第１０章に規定する「契約」に関する事項

を除く。）についていっさいの責任を負う。 

 会計責任者は、経理に関する事務を自らが行う代わりに、

会計職員に指示して行わせることができる。 

 ただし、会計職員に事務を代行させる場合であっても、会

計責任者は、経理に関する事務の責任者として会計職員を指

導監督しなければならない。 

(1) 人員規模等の小さい社会福祉協議会の場合には、会計

責任者が経理事務全般（出納を含む）に関する承認手続

きを、会計職員が経理事務をそれぞれ行い、経理事務の

内部牽制（事務手続と承認の分離）を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)規模の大きい法人にあっては、上記の第６条の規定

を次のとおりとする。 

 

（会計責任者、出納責任者及び会計職員） 

第６条 本会は、第２条に規定する経理事務（第 10 章に

規定する「契約」に関する事項を除く）を行うため、

会計責任者を置く。 

 

２ 経理事務のうち、金銭の出納及び保管に関する一切

の事務を行うため、出納責任者を置く。 

 

３ 会計責任者及び出納責任者は、会長が任命する。 

 

４ 会計責任者は、第１項の事務に関する一切の責任を

負い、出納責任者は会計責任者に対し、第２項の事務

について責任を負う。 

 

５  経理事務を行うため、会計職員を置く。 

 

６  会計責任者及び出納責任者は、会計職員を指導監督

しなければならない。     
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(2) 人員規模等が大きく、経理に関する事務量が多い社会

福祉協議会の場合には、会計責任者が経理に関する事務

のすべてを管理することが難しくなる。 

 そのような場合には、日常の経理に関する事務のなか

でも業務量が多く、かつ重要性の高い金銭の出納・保管

に関する事務について、出納責任者を置き権限を委譲す

ることが、経理事務を円滑に進め、また内部牽制による

財産管理や会計記録の信頼性を維持するうえで望まし

い。 

 経理事務のうち、出納責任者が「金銭の出納に関する

事項」の承認手続きを、会計責任者がその他の経理事務

の承認を、会計職員が経理事務を、それぞれ行うことに

より、経理事務の内部牽制 (事務手続と承認の分離)を

図る。   

 ただし、金銭の出納および保管に関する事務は、本来

会計責任者の責任において行われるものなので、この業

務に関して、出納責任者は会計責任者に対し責任を負

い、会計責任者は出納責任者を監督する義務がある。 

 また、出納責任者も自らが行う業務を会計職員に行わ

せることができるが、この場合、出納責任者は会計職員

を指導監督しなければならない。 

 なお、会計責任者および出納責任者の業務は、重要な

業務であるので、両者とも会長が任命することとしてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 人員規模等が大きく、経理に関する事務量が多い社会

福祉協議会の場合には、会計責任者が経理に関する事務

のすべてを管理することがむずかしくなる。 

 そのような場合には、日常の経理に関する事務のうち

でも業務量が多く、かつ重要性の高い金銭の出納・保管

に関する事務について、出納責任者を置き権限を委譲す

ることが、経理事務を円滑に進め、また内部牽制による

財産管理や会計記録の信頼性を維持するうえで望まし

い。 

 経理事務のうち、出納責任者が「金銭の出納に関する

事項」の承認手続きを、会計責任者がその他の経理事務

の承認を、会計職員が経理事務を、それぞれ行うことに

より、経理事務の内部牽制 (事務手続と承認の分離)を

図る。   

 ただし、金銭の出納および保管に関する事務は、本来

会計責任者の責任において行われるものなので、この業

務に関して、出納責任者は会計責任者に対し責任を負

い、会計責任者は出納責任者を監督する義務がある。 

 また、出納責任者も自らが行う業務を会計職員に行わ

せることができるが、この場合、出納責任者は会計職員

を指導監督しなければならない。 

 なお、会計責任者および出納責任者の業務は、重要な

業務であるので、両者とも会長が任命することとしてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各会は、正規の簿記の原則である複式簿記により会計処理

の記録及び計算を行い、財務報告をしなければならないこと

を定めたものである。  

第２章  勘定科目及び帳簿 

 

（記録及び計算） 

第７条 本会の会計は、その財政状態及び経営成績、並

びに支払資金の収支状況を明らかにするため、会計処

理を行うにあたり、正規の簿記の原則に従って、整然、

かつ、明瞭に記録し、計算しなければならない。 

 

 

各会は、正規の簿記の原則である複式簿記により会計処理

の記録及び計算を行い、財務報告をしなければならないこと

を定めたものである。  

第２章  勘定科目及び帳簿 

 

（記録及び計算） 

第７条 本会の会計は、その財政状態及び経営成績、並

びに支払資金の収支状況を明らかにするため、会計処

理を行うにあたり、正規の簿記の原則に従って、整然、

かつ、明瞭に記録し、計算しなければならない。 

（社援第３１０号基準局長通知：３．会計基準運用上の留意点） 
（2）複式簿記の実施 
  法人は、財産状態及び収支の状況について従来から行われている複式簿記により明確に記録し、財務報
告をしなければならないこと。 
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 なお、会計処理上の一般原則については、会計基準第３条、

第５条の規定に従うものとする。  

 なお、会計処理上の一般原則については、会計基準第３条、

第５条の規定に従うものとする。  

 

  

勘定科目は、日々の会計上の取引を分類整理するために設

けられるが、財政状態及び経営成績、並びに支払資金の収支

状況を適正に把握し、予算の執行を管理するために、適切な

勘定科目を設定しなければならない。 

 また、継続性の原則により、一度決定した勘定科目は、環

境変化などにより実状に適さなくなるなどの特別な理由が

ない限り、継続して使用し、みだりに変更することはできな

い。 

 なお、各会が使用する勘定科目の名称及び並び順は、本規

程に附属する「別表」に従うこととし、伝票起票においては、

中区分(小区分まで定められている場合には小区分）の勘定

科目により行わなければならない。   

 また、中区分・小区分の勘定科目については、各会の実態

に合わせて、不足する勘定科目についてはこれに追加し、不

要な勘定科目については省略することができる。 

 ただし、大区分の勘定科目については、他団体からの要請

等のやむを得ない場合に限り追加する事ができる。 

 なお、勘定科目を追加する場合、勘定科目名が事業を表示

する設定とならないように留意する必要がある。（事業ごと

の設定は経理区分で行う。） 

（勘定科目） 

第８条 勘定科目は、次のとおりとする。 

(1) 社会福祉法人会計基準を適用する会計単位及び

経理区分については別表 1 

(2) 第３条第２項に規定する会計処理の基準を適用

する特別会計については、それぞれの会計処理の基

準に示す勘定科目 

(3) 企業会計原則を適用する会計単位及び経理区分

については別表 2（参考） 

 

(注)第３条第３項に規定する公益事業について、社会福

祉法人会計基準、企業会計原則以外の会計基準を適

用した場合は、上記の（2）の規定を次のとおりと

する。 

 

(2) 第３条第２項及び第３項に規定する会計処理の

基準を適用する特別会計については、それぞれの会

計処理の基準に示す勘定科目 

 

 

 勘定科目は、日々の会計上の取引を分類整理するために設

けられるが、財政状態及び経営成績、並びに支払資金の収支

状況を適正に把握し、予算の執行を管理するために、適切な

勘定科目を設定しなければならない。 

 また、継続性の原則により、一度決定した勘定科目は、環

境変化などにより実状に適さなくなるなどの特別な理由が

ない限り、継続して使用し、みだりに変更することはできな

い。 

 なお、各会が使用する勘定科目の名称及び並び順は、本規

程に附属する「別表」に従うこととし、伝票起票においては、

中区分(小区分まで定められている場合には小区分）の勘定

科目により行わなければならない。   

 また、中区分・小区分の勘定科目については、各会の実態

に合わせて、不足する勘定科目についてはこれに追加し、不

要な勘定科目については省略することができる。 

 ただし、大区分の勘定科目については、他団体からの要請

等のやむを得ない場合に限り追加する事ができる。 

 なお、勘定科目を追加する場合、勘定科目名が事業を表示

する設定とならないように留意する必要がある。（事業ごと

の設定は経理区分で行う。） 

（勘定科目） 

第８条 勘定科目は、次のとおりとする。 

(1) 社会福祉法人会計基準を適用する会計単位及び

経理区分については別表 1 

(2) 第３条第２項に規定する会計処理の基準を適用

する特別会計については、それぞれの会計処理の基

準に示す勘定科目 

(3) 企業会計原則を適用する会計単位及び経理区分

については別表 2（参考） 

 

(注)第３条第３項に規定する公益事業について、社会福

祉法人会計基準、企業会計原則以外の会計基準を適

用した場合は、上記の（2）の規定を次のとおりと

する。 

 

(2) 第３条第２項及び第３項に規定する会計処理の

基準を適用する特別会計については、それぞれの会

計処理の基準に示す勘定科目 

（社援第３１０号基準局長通知：３．会計基準運用上の留意点）   
（4）勘定科目 
① 勘定科目は、他に定めのある場合を除き、この会計基準に示した勘定科目に準拠して区分しなければな
らないこと。   

 
② 法人によって必要としない勘定科目は設定しなくてもよいこと。   
 
③ 法人の都合上勘定科目に小区分を設けることは差し支えないこと。 
  
 
 
 (社援第３１０号基準局長通知：別表 各勘定科目説明)  
 中区分の科目については、適当な科目を追加又は省略することができる。なお、必要に応じて細分すること
ができる。 
  
 
（社援施第９号措置施設適用課長通知：5 勘定科目について）  
 措置費等支弁対象施設の勘定科目については、会計基準に示した勘定科目に準拠して区分するものとし、法
人において 2 つ以上の勘定科目を 1 つにまとめたり、1 つを 2 つ以上の科目に再区分する等の補正をしない
こと。   
 なお、施設の都合上、小区分を設けることは差し支えないものとする。 
 
 
（老計第８号指針課長通知：第２ 会計処理について） 
９ 特例事項について 
（２）社会福祉法人の会計処理に当たっては、別紙２に定める勘定科目のうち役員報酬など法人本部に帰属
する経費を各会計区分に計上することができないものとする。ただし、当該会計区分に社会福祉事業に
該当する事業が含まれていないものは、この限りでない。 

 
 
（児保第１３号保育所適用課長通知：３．勘定科目について） 
（１）勘定科目の区分について 

勘定科目については、本通知を含め特に定めるほか、会計基準に示した勘定科目に準拠して区分する
ものとし、法人において２つ以上の勘定科目を１つにまとめたり、１つを２つ以上の科目に再区分する
等の補正をしないこと。なお、施設の都合上、小区分を設けることは差し支えないこと。 

 
（２）保育所の土地・建物に係る賃借料について 

保育所の土地・建物について、賃借により施設を経営している場合には、事務費支出の中に、中区分
として土地・建物賃借料の科目を設けて当該土地・建物の賃借料を計上することとし、会計基準に示さ
れた勘定科目において、事務費支出及び事業費支出の中に設けられている賃借料の区分には計上しない
こと。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（会計伝票） 

第９条 すべての会計処理は、会計伝票により処理しな

ければならない。 

 

２ 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計記

録との関係を明らかにして整理保存する。 

（会計伝票） 

第９条 すべての会計処理は、会計伝票により処理しな

ければならない。 

 

２ 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計記

録との関係を明らかにして整理保存する。 

 



 

 会計上の取引を記載する伝票を会計伝票という。  

 会計処理は、取引を示す証憑にもとづいて行わなければな

らない。  

 また、会計伝票には取引が判別できるように必要な内容を

記載しなければならない。 

 会計伝票に必要な記載事項については、法人税、消費税等

税法上の帳簿記載要件を参考とすることができる。 

３ 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、単価、

金額、相手方及び取引内容を記載する。 

 

 会計上の取引を記載する伝票を会計伝票という。  

 会計処理は、取引を示す証憑にもとづいておこなわなけれ

ばならない。  

 また、会計伝票には取引が判別できるように必要な内容を

記載しなければならない。 

 会計伝票に必要な記載事項については、法人税、消費税等

税法上の帳簿記載要件を参考とすることができる。 

３ 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、単価、

金額、相手方及び取引内容を記載する。 

 

 

（会計帳簿） 

 会計伝票から作成される帳簿を会計帳簿といい、会計帳簿

は、主要簿と補助簿からなる。  

 

（主要簿） 

  複式簿記において、主要簿は会計帳簿の骨格をなすもので

あり、計算書類を作成する上で必ず作成し備えなければなら

ない帳簿である。  

 主要簿は、すべての取引を発生順に分類した仕訳日記帳と

すべての取引を勘定科目別に分類した総勘定元帳からなる。 

 

（補助簿） 

 会計帳簿は、日常の取引を記録し、それに基づいて決算書

類を作成するという機能と、金銭、債権・債務などを管理す

る機能も兼ねている。 

 これらの機能を効率的に果たすためには、総勘定元帳のほ

かに、総勘定元帳の内訳、あるいは総勘定元帳より詳細な記

録が必要になる。  

  そのために、設けられる帳簿が補助簿である。 

 補助簿は、必要に応じて設けられることになるが、例えば、

現金出納帳、預金出納帳のほかに、小口現金出納帳、有価証

券台帳、未収金台帳、貸付金台帳、固定資産管理台帳、未払

金台帳、借入金台帳、預り金台帳などをあげることができる。 

 補助簿とは、各勘定科目の取引内容を明らかにするための

内訳表であり、管理上必要な勘定科目に対して設定する。 

 

（会計帳簿） 

第 10 条 前条の会計伝票に基づき、次の会計帳簿を作

成しなければならない。ただし、補助簿については、

必要に応じて設けることができる。 

(1)主要簿 

 ｱ 仕訳日記帳 

 ｲ 総勘定元帳 

(2)補助簿 

 ｱ ○○○ 

 ｲ ○○○ 

 

 

（会計帳簿） 

 会計伝票から作成される帳簿を会計帳簿といい、会計帳簿

は、主要簿と補助簿からなる。  

 

（主要簿） 

  複式簿記において、主要簿は会計帳簿の骨格をなすもので

あり、計算書類を作成する上で必ず作成し備えなければなら

ない帳簿である。  

 主要簿は、すべての取引を発生順に分類した仕訳日記帳と

すべての取引を勘定科目別に分類した総勘定元帳からなる。

 

（補助簿） 

 会計帳簿は、日常の取引を記録し、それに基づいて決算書

類を作成するという機能と、金銭、債権・債務などを管理す

る機能も兼ねている。 

 これらの機能を効率的に果たすためには、総勘定元帳のほ

かに、総勘定元帳の内訳、あるいは総勘定元帳より詳細な記

録が必要になる。  

  そのために、設けられる帳簿が補助簿である。 

 補助簿は、必要に応じて設けられることになるが、例えば、

現金出納帳、預金出納帳のほかに、小口現金出納帳、有価証

券台帳、未収金台帳、貸付金台帳、固定資産管理台帳、未払

金台帳、借入金台帳、預り金台帳などをあげることができる。

 補助簿とは、各勘定科目の取引内容を明らかにするための

内訳表であり、管理上必要な勘定科目に対して設定する。 

（会計帳簿） 

第 10 条 前条の会計伝票に基づき、次の会計帳簿を作

成しなければならない。ただし、補助簿については、

必要に応じて設けることができる。 

(1)主要簿 

 ｱ 仕訳日記帳 

 ｲ 総勘定元帳 

(2)補助簿 

 ｱ ○○○ 

 ｲ ○○○ 

（老計第８号指針課長通知：第２ 介護保険制度化における会計処理について） 
３ 会計帳簿の備置 
会計帳簿は、１により設定された会計区分ごとに、仕訳日記帳及び総勘定元帳を作成し、備え置くもの
とする。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 計算書類は永久に保存し、その他の付属明細表、会計帳簿

及び書類は 10 年間保存する必要があることを定めた条文で

ある。 

 なお、予算書、月次の計算書類の保存について規定する場

合には、（2）（3）に準じて規定することができる。 

 

（会計帳簿等の保存期間） 

第 11 条 会計に関する書類の保存期間は次のとおりと

する。 

(1) 第５条第２項に規定する計算書類         永久 

(2) 会計伝票及び会計帳簿           10年 

(3）証憑書類                       10 年 

 

 

 計算書類は永久に保存し、その他の付属明細表、会計帳簿

及び書類は 10 年間保存する必要があることを定めた条文で

ある。 

 なお、予算書、月次の計算書類の保存について規定する場

合には、（2）（3）に準じて規定することができる。 

 

（会計帳簿等の保存期間） 

第 11 条 会計に関する書類の保存期間は次のとおりと

する。 

(1) 第５条第２項に規定する計算書類         永久

(2) 会計伝票及び会計帳簿           10年

(3）証憑書類                        10 年

 
（社援施第７号契約課長通知： 2 計算書類の扱いについて）  
 平成 12 年 2 月 17 日社援第 310 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、
児童家庭局長連名通知「社会福祉法人会計基準の制定について」別紙社会福祉法人会計基準第 6 条に規定す
る計算書類については永久に保存するものとし、その他の付属明細表、会計帳簿及び書類は 10 年間保存する
こと。 
 
 

  

 

各会は、毎会計年度、事業計画に基づいて、資金収支計算

書勘定科目により資金収支予算を作成するものとし、事業収

支予算については作成しない。 

 ただし、第３条第２項、第３項、第４項の特別会計におい

て、資金収支計算の作成を求められていない場合は、事業活

動収支予算を作成することができる。 

 予算は、事業計画の内容と方向を計数的に表示したもので

あるため、その編成は各事業の単位である経理区分ごとに行

う。 

なお、 予算編成についても、総額主義の原則、明瞭性の

原則および継続性の原則が要求される。 

第３章 予 算 

 

（予算の基準） 

第 12 条 本会は、毎会計年度、資金収支予算を作成す

る。ただし、第３条第２項、第３項、第４項の特別会

計において、資金収支計算の作成を求められていない

場合は、事業活動収支予算を作成することができる。 

 

２ 予算は経理区分ごとに編成し、収入支出の予算額は

資金収支計算書の勘定科目ごとに設定する。ただし、

事業収支予算を作成する特別会計については、事業活

動収支予算書の勘定科目ごとに設定する。 

  

 

各会は、毎会計年度、事業計画に基づいて、資金収支計算

書勘定科目により資金収支予算を作成するものとし、事業収

支予算については作成しない。 

 ただし、第３条第２項、第３項、第４項の特別会計におい

て、資金収支計算の作成を求められていない場合は、事業活

動収支予算を作成することができる。 

 予算は、事業計画の内容と方向を計数的に表示したもので

あるため、その編成は各事業の単位である経理区分ごとに行

う。 

 なお、 予算編成についても、総額主義の原則、明瞭性

の原則および継続性の原則が要求される。 

第３章 予 算 

 

（予算の基準） 

第 12 条 本会は、毎会計年度、資金収支予算を作成す

る。ただし、第３条第２項、第３項、第４項の特別会

計において、資金収支計算の作成を求められていない

場合は、事業活動収支予算を作成することができる。

 

２ 予算は経理区分ごとに編成し、収入支出の予算額は

資金収支計算書の勘定科目ごとに設定する。ただし、

事業収支予算を作成する特別会計については、事業活

動収支予算書の勘定科目ごとに設定する。 

（社援施第６号基準課長通知：１ 運用上の留意事項） 
(２) 予算と経理 
① 法人は、事業計画をもとに資金収支予算書を作成するものとし、資金収支予算書は各経理区分ごと  に収
入支出予算を編成することとする。また、勘定科目は、資金収支計算書勘定科目に準拠することとする。

 
② 法人は、全ての収入及び支出を予算に編入し、予算に基づいて経理することとする。   
  なお、緊急な事態の発生等により年度途中で予算の不足等が見込まれる場合は、必要な経費につ   いて
補正予算を作成することができるものとする。 

 
 
 
（老発第１８８号繰越金局長通知：第２ 平成１２年度以降における運用上の取扱い） 
３ 運用上の留意事項について 
(2) 予算の弾力的運用  
 指定介護老人福祉施設の運営に要する経費の予算は、経営状況が把握できるよう、人件費及び経費（移行
時前の管理費及び事業費に相当する勘定科目）等に区分したところであるが、弾力的な予算執行の観点から、
当該指定介護老人福祉施設に係る経理規程又は会計処理規程など規程等の定めにより、一定の手続を経て、
予算の科目間（中科目までに限る。）流用及び予備費の使用ができるものとする。  
 なお、適正な予算執行の観点から、予算額と決算見込額とに著しい差異を生じることが見込まれる場合、
又は予備費の額を超える支出が見込まれる場合は、定款の定めに従い、あらかじめ予算を補正すること。 

 

 

  社会福祉協議会の予算は、何らの統制もなしに任意に編成

されるものではなく、理事会の議決を経て、原則として評議

員会の議決を得ることにより成立するものであり、事業開始

前の事前作成が要求される。 

（予算の事前作成） 

第 13 条 前条の予算は、事業計画に基づき毎会計年度

開始前に会長が編成し、理事会の議決を経、原則とし

て評議員会の議決を得なければならない。 

 

 

  社会福祉協議会の予算は、何らの統制もなしに任意に編成

されるものではなく、理事会の議決を経て、原則として評議

員会の議決を得ることにより成立するものであり、事業開始

前の事前作成が要求される。 

（予算の事前作成） 

第 13 条 前条の予算は、事業計画に基づき毎会計年度

開始前に会長が編成し、理事会の議決を経、原則とし

て評議員会の議決を得なければならない。 

（定款準則：第 17 条（予算）） 
 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の三分の二以上の同意を得な
ければならない。 



 

 

 事業計画遂行上、ある勘定科目の予算に不足が生じた場

合、そのつど補正予算を組むことなしに、予算に余裕のある

勘定科目の予算を、不足する勘定科目に充当することを予算

の流用という。 

 予算の流用は、これを認めるとしても無制限に認めると予

算統制の機能が損なわれる。 

 したがって、流用にあたっては、予算統制の必要上、会長

の承認を必要とする旨の規定としている。 

 ただし、勘定科目間の流用の可否に関して、大区分間の流

用が不可である事業等、特段の定めがある経理区分について

はその定めに従うものとする。   

（支出予算の流用） 

第 14 条 会計責任者は、予算の執行上必要があると認

めた場合、会長の承認を得た上で、経理区分内の勘定

科目相互間において予算を流用することができる。た

だし、勘定科目間流用に関し、特段の定めがある経理

区分についてはこの限りではない。 

 

 

 事業計画遂行上、ある勘定科目の予算に不足が生じた場

合、そのつど補正予算を組むことなしに、予算に余裕のある

勘定科目の予算を、不足する勘定科目に充当することを予算

の流用という。 

 予算の流用は、これを認めるとしても無制限に認めると予

算統制の機能が損なわれる。 

 したがって、流用にあたっては、予算統制の必要上、会長

の承認を必要とする旨の規定としている。 

 ただし、勘定科目間の流用の可否に関して、大区分間の流

用が不可である事業等、特段の定めがある経理区分について

はその定めに従うものとする。    

（支出予算の流用） 

第 14 条 会計責任者は、予算の執行上必要があると認

めた場合、会長の承認を得た上で、経理区分内の勘定

科目相互間において予算を流用することができる。た

だし、勘定科目間流用に関し、特段の定めがある経理

区分についてはこの限りではない。 

 

 

  

当初の予算どおり事業計画を遂行するうえで、予定してい

た以上の支出を必要とする事態が生じることがある。 

 そのことをあらかじめ見越して、実務上、予算のなかに支

出目的を特定しない「予備費」を設けることができる。 

(予備費の計上） 

第 15 条 予測しがたい予算の不足に充用するため、支出

予算に予備費を計上することができる。 

 

  

 当初の予算どおり事業計画を遂行するうえで、予定してい

た以上の支出を必要とする事態が生じることがある。 

 そのことをあらかじめ見越して、実務上、予算のなかに支

出目的を特定しない「予備費」を設けることができる。 

(予備費の計上） 

第 15 条 予測しがたい予算の不足に充用するため、支出

予算に予備費を計上することができる。 

 

 

 

 予備費の使用については、定款準則の規定により、会長専

決事項とされている。 

（予備費の使用） 

第 16 条 会計責任者は、前条の予備費を使用する場合、

あらかじめ会長の承認を得た上で使用することがで

きる。 

 

 

 予備費の使用については、定款準則の規定により、会長専

決事項とされている。 

（予備費の使用） 

第 16 条 会計責任者は、前条の予備費を使用する場合、

あらかじめ会長の承認を得た上で使用することがで

きる。 

（定款準則：第９条（理事会）） 
 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。 
ただし、日常の軽易な業務は、理事長が専決し、これを理事会に報告する。 
（備考） 
（1）「日常の軽易な業務の例」としては、次のような業務がある。 
  ⑧予算上の予備費の支出 

 

 

 経営環境の変化により、当初に作成・承認された予算を変

更する必要が生じる場合がある。 

 補正予算とは、予算の全体的な変更のことを言う。 

 例えば、当初予算外の事業を開始した場合、又は事業規模

の拡大・縮小等の計画変更の場合には、収入予算および支出

予算を全体的に変更するために、補正予算が編成される。 

（補正予算） 

第 17 条 会長は、予算の作成後に生じた事由により、

予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を

作成し、理事会に提出してその議決を経、原則として

評議員会の議決を得なければならない。 

 

 

 経営環境の変化により、当初に作成・承認された予算を変

更する必要がある場合がある。 

 補正予算とは、予算の全体的な変更のことを言う。 

 例えば、当初予算外の事業を開始した場合、又は事業規模

の拡大・縮小等の計画変更の場合には、収入予算および支出

予算を全体的に変更するために、補正予算が編成される。 

（補正予算） 

第 17 条 会長は、予算の作成後に生じた事由により、

予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を

作成し、理事会に提出してその議決を経、原則として

評議員会の議決を得なければならない。 

 



 補正予算は、当初予算と同様の手続きによって成立する。 

 補正予算は、上記の「予算の流用」や「予備費から支出予

算科目への使用」とは基本的に異なる。 

 補正予算は、当初予算と同様の手続きによって成立する。

 補正予算は、上記の「予算の流用」や「予備費から支出予

算科目への使用」とは基本的に異なる。 

 

第４章 出 納 

 

(金銭の範囲) 

第 18 条 この規程において、金銭とは現金、預金、貯

金をいう。 

２ 現金とは、通貨、小切手、紙幣、為替証書、振替払

出証書、官公庁の支払通知書等をいう。 

 

金銭の範囲を定めたものである。 

 

第４章 出 納 

 

(金銭の範囲) 

第 18 条 この規程において、金銭とは現金、預金、貯

金をいう。 

２ 現金とは、通貨、小切手、紙幣、郵便為替証書、郵

便振替貯金払出証書、官公庁の支払通知書等をいう。 

 

金銭の範囲を定めたものである。 

 

 

 

 金銭の収納手続を示したものである。 

 金銭の収納は、その責任関係を記録に残すため、収入承認

に関する書類の様式を定め、収納者はその書類を作成し、当

該収入の関係書類（納付書、振込通知書、補助金通知書など）

を添付して、会計責任者の承認を得ることとしている。 

 金銭の収納のなかには、社会福祉協議会の請求に基づいて

入金するものもあるが、寄付金などのように請求の手続きの

ない入金も多い。 

 このような、いわば受け身の入金取引の場合には、支出取

引に比較して金額の記録があっても取引の責任関係を明ら

かにした記録の作成を怠るケースがしばしば発生する。 

 また、一般の営利企業に比べ、社会福祉協議会のような公

益事業を営む法人においては収入のルートが幾つもある。 

 したがって、収入取引に関する責任関係を明らかにしてお

くことはとくに重要である。 

 金銭収納にあたって、原則として領収書を発行することに

なるが、領収書控も収納に関する重要な証拠記録となる。 

 領収書控を証拠記録として活用するための前提として、社

会福祉協議会が発行する領収書を所定のものに限定し、あら

かじめ連番を付しておき、番号順に発行するよう領収書綴り

を管理保管しておく必要がある。 

（収入の手続） 

第 19 条  金銭の収納は、収入承認に関する書類及び収

入にかかる関係書類に基づいて行う。 

 

２  会計責任者(第６条により、出納責任者を置いてい

る場合には、出納責任者。以下、この章において同じ。)

は、前項の書類と入金した金銭の額を照合して収納し

領収書を発行する。 

  

 

金銭の収納手続を示したものである。 

 金銭の収納は、その責任関係を記録に残すため、収入承認

に関する書類の様式を定め、収納者はその書類を作成し、当

該収入の関係書類（納付書、振込通知書、補助金通知書など）

を添付して、会計責任者の承認を得ることとしている。 

 金銭の収納のなかには、社会福祉協議会の請求に基づいて

入金するものもあるが、寄付金などのように請求の手続きの

ない入金も多い。 

 このような、いわば受け身の入金取引の場合には、支出取

引に比較して金額の記録があっても取引の責任関係を明ら

かにした記録の作成を怠るケースがしばしば発生する。 

 また、一般の営利企業に比べ、社会福祉協議会のような公

益事業を営む法人においては収入のルートが幾つもある。 

 したがって、収入取引に関する責任関係を明らかにしてお

くことはとくに重要である。 

 金銭収納にあたって、原則として領収書を発行することに

なるが、領収書控も収納に関する重要な証拠記録となる。 

 領収書控を証拠記録として活用するための前提として、社

会福祉協議会が発行する領収書を所定のものに限定し、あら

かじめ連番を付しておき、番号順に発行するよう領収書綴り

を管理保管しておく必要がある。 

（収入の手続） 

第 19 条  金銭の収納は、収入承認に関する書類及び収

入にかかる関係書類に基づいて行う。 

 

２  会計責任者(第６条により、出納責任者を置いてい

る場合には、出納責任者。以下、この章において同じ。)

は、前項の書類と入金した金銭の額を照合して収納し

領収書を発行する。 

 

（収納した金銭の保管） 

第 20 条  日々の金銭の収納は、これを直ちに支出に充

てることなく、受入後◯日以内に金融機関に預け入れ

（収納した金銭の保管） 

第 20 条  日々の金銭の収納は、これを直ちに支出に充

てることなく、受入後◯日以内に金融機関に預け入れ

 



 収納した金銭を直接支払に充てることなく、いったん金融

機関に預け入れることを求めているが、これは、日常の収納

状況を正確に把握することにより、金銭の計画的・効率的な

運用を推進することと、現金収納の事実を預金の記録に残す

ことにより不正や誤謬を防止することに効果がある。 

 受入後、何日以内に金融機関に預け入れるかは金融機関の

立地等を勘案して具体的に定める。 

 収納した金銭を直接支払に充てることなく、いったん金融

機関に預け入れることを求めているが、これは、日常の収納

状況を正確に把握することにより、金銭の計画的・効率的な

運用を推進することと、現金収納の事実を預金の記録に残す

ことにより不正や誤謬を防止することに効果がある。 

 受入後、何日以内に金融機関に預け入れするかは金融機関

の立地等を勘案して具体的に定める。 

 

 

 金銭あるいは物品の受贈は、臨時的なものであり、また必

ずしも領収書の発行を要求されないことから、とくにきびし

い収入管理が求められる。 

 また、受領後に何らかの負担を負わされるようなことがな

いか、法令に抵触しないかなどについてあらかじめの検討も

必要である。 

なお、定款準則の規定により、寄附金品の受入承認につい

ては、法人運営に重大な影響があるものを除いて、会長専決

事項とされている。 

 本条では、やむを得ない事情によりその場で会長の承認を

受けられない場合を考慮して、「原則としてあらかじめ、会

長の承認」としている。  

 

（寄附金品の会計処理）  

 寄附金品の会計処理については、寄附目的により寄附金収

入の勘定科目が異なることに留意しなければならない。  

 なお、寄附物品の受け入れは、下記のとおりとなる。 

 

○社会福祉法人会計基準（日常の会計処理の基準） 

 ｱ 事業活動収支計算書 

     固定資産科目  ／ 寄附金収入 

 ｲ 資金収支計算書 

     ○○取得支出  ／ 寄附金収入 

  

（参考） 

○指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 

 ｱ 事業活動収支計算書 

      固定資産科目  ／ 固定資産受贈額 

 ｲ 資金収支計算書 

      仕訳なし 

（寄附金品の受入手続) 

第 21 条 寄附金品を受け入れた場合には、寄附者、寄附

金額及び寄附目的等を記載した寄附申込書等の関係

書類を整え、原則としてあらかじめ、会長の承認を受

けなければならない。 

 

 

 金銭あるいは物品の受贈は、臨時的なものであり、また必

ずしも領収書の発行を要求されないことから、とくにきびし

い収入管理が求められる。 

 また、受領後に何らかの負担を負わされるようなことがな

いか、法令に抵触しないかなどについての検討も必要であ

る。 

  なお、定款準則の規定により、寄附金品の受入承認につい

ては、法人運営に重大な影響があるものを除いて、会長専決

事項とされている。 

 本条では、やむをえない事情によりその場で会長の承認を

受けられない場合を考慮して、「原則としてあらかじめ、会

長の承認」としている。  

 

（寄附金品の会計処理）  

 寄附金品の会計処理については、寄附目的により寄附金収

入の勘定科目が異なることに留意しなければならない。  

 なお、寄附物品の受け入れは、下記のとおりとなる。 

 

○社会福祉法人会計基準（日常の会計処理の基準） 

 ｱ 事業活動収支計算書 

     固定資産科目  ／ 寄附金収入 

 ｲ 資金収支計算書 

     ○○取得支出  ／ 寄附金収入 

  

（参考） 

○指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 

 ｱ 事業活動収支計算書 

      固定資産科目  ／ 固定資産受贈額 

 ｲ 資金収支計算書 

      仕訳なし 

（寄附金品の受入手続) 

第 21 条 寄附金品を受け入れた場合には、寄附者、寄附

金額及び寄附目的等を記載した寄附申込書等の関係

書類を整え、原則としてあらかじめ、会長の承認を受

けなければならない。 

（社援施第６号基準課長通知：１ 運用上の留意事項） 
（5）寄附金の扱い 
① 金銭の寄附は、寄附目的により経理区分の帰属を決定し、当該経理区分の寄附金収入とすることと する。
 
② 寄附物品については、取得時の時価により寄附金収入として計上するとともに、当該物品の使途目的に応
じて対応する支出科目に計上することとする。  

  ただし、当該物品が飲食物等で即日消費されるもの又は社会通念上寄附金収入として扱うことが不 適当
なものはこの限りではない。 
  なお、寄附金等を収受した場合においては、寄附者から寄附申込書を受けることとし、別紙 2を 参考の
うえ、寄附金収入明細表を作成し、寄附者、寄附目的、寄附金額等を適切に管理することと する。 

 
 
（定款準則：第９条（理事会）） 
 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は、理
事長が専決し、これを理事会に報告する。 
（備考） 
（1）「日常の軽易な業務の例」としては、次のような業務がある。 
  ⑪寄附金の受入れに関する決定 

 

（支出の手続） 

第 22 条 金銭の支払は、支出承認に関する書類及び支払

にかかる関係書類に基づいて行われなければならな

い。 

 

（支出の手続） 

第 22 条 金銭の支払は、支出承認に関する書類及び支

払にかかる関係書類に基づいて行われなければなら

ない。 

 



２  会計責任者は、前項の書類を照合し、支払金額及び

支払内容に誤りがないことを確かめた上で、金銭の支

払を行わなければならない。 

 

３  金銭の支払については、請求書と同一の記名押印又

は署名のある領収書を徴しなければならない。 

 

４ 前項の規定にかかわらず、金融機関からの預貯金口

座振込により支払いを行った場合で、とくに領収書の

入手を必要としないと認められるときは、振込又は払

込を証する書類によって領収書に代えることができ

る。 

 

５  第３項、第４項の規定にかかわらず、やむを得ない

事由により領収書又は、証明書を徴することができな

い場合には、その支払が正当であることを証明した、

本会所定の支払証明書によって領収書に代えることが

できる。 

 

６  金銭の支払は、次の各号に掲げる場合を除き、原則

として、金融機関の預貯金口座振込によらなければな

らない。 

 

(1)１件○万円を超えない常用雑費の現金支払 

(2)慣習上現金をもって支払うこととされている支払 

 

金銭の支払手続きを定めたものである。 
金銭の支払は、支払承認に関する書類と支払を証する書類
に基づいて行われる。 
支払を裏付ける書類として、一般に領収書を受け取る。 
ただし銀行振込等の場合には、振込通知書等を領収書に代
え、あらためて領収書の発行を求める手続きを省略すること
も可能である。 
支払の方法として、預貯金口座振込または小切手を利用す

ることは、金銭の効率的な運用、事務作業の合理化および不
正誤謬の発生を防止するのに有効である。 
また、電車やバスの乗車券代のように、領収書を入手でき
ない場合には、支出した本人が発行する支払証明書が必要に
なる。   
支払証明書は、領収書に代わる支出の証明書であるので、
出納責任者は、支払証明書に支出の目的および内容が具体的
に記載されていることを確かめる必要がある。 
なお、単に金銭の受領を示す領収書は、支払を証する書類
としては不十分であるので、その内容を示す請求書等を併せ
て整理保存しておく必要がある。 
金銭の支払は、金融機関の振込等によることが原則である
が、少額な常用雑費、慶弔費等の支払は現金で行うことがで
きる。 
この場合、「少額な」の範囲を具体的に定める必要がある。 
 
 

２  会計責任者は、前項の書類を照合し、支払金額及び

支払内容に誤りがないことを確かめた上で、金銭の支

払を行わなければならない。 

 

３  金銭の支払については、請求書と同一の記名押印又

は署名のある領収書を徴しなければならない。 

 

４ 前項の規定にかかわらず、金融機関からの預金口座

振込、郵便払込により支払いを行った場合で、とくに

領収書の入手を必要としないと認められるときは、振

込又は払込を証する書類によって領収書に代えるこ

とができる。 

 

５  第３項、第４項の規定にかかわらず、やむを得ない

事由により領収書又は、証明書を徴することができな

い場合には、その支払が正当であることを証明した、

本会所定の支払証明書によって領収書に代えること

ができる。 

 

６  金銭の支払は、次の各号に掲げる場合を除き、原則

として、金融機関の預金口座振込、郵便払込によらな

ければならない。 

 

(1)１件○万円を超えない常用雑費の現金支払 

(2)慣習上現金をもって支払うこととされている支払 

 

金銭の支払手続きを定めたものである。 
金銭の支払は、支払承認に関する書類と支払を証する書類
に基づいて行われる。 
支払を裏付ける書類として、一般に領収書を受け取る。 
ただし銀行振込、郵便払込等の場合には、振込通知書等を、
領収書に代え、あらためて領収書の発行を求める手続きを省
略することも可能である。 
支払の方法として、預金口座振込、郵便払込または小切手

を利用することは、金銭の効率的な運用、事務作業の合理化
および不正誤謬の発生を防止するのに有効である。 
また、電車やバスの乗車券代のように、領収書を入手でき
ない場合には、支出した本人が発行する支払証明書が必要に
なる。   
支払証明書は、領収書に代わる支出の証明書であるので、
出納責任者は、支払証明書に支出の目的および内容が具体的
に記載されていることを確かめる必要がある。 
なお、単に金銭の受領を示す領収書は、支払を証する書類
としては不十分であるので、その内容を示す請求書等を併せ
て整理保存しておく必要がある。 
金銭の支払は、金融機関の振込等によることが原則である
が、少額な常用雑費、慶弔費等の支払は現金で行うことがで
きる。 
この場合、「少額な」の範囲を具体的に定める必要がある。



 

 

定時払いについて定めたものである。 

 支払方法としては、小口現金による現金払い及び仮払いに

よる概算払い、並びに随時支払うことが必要なものを除き、

定時払いによる振り込みによることが望ましい。   

 通常的な取引先への支払を毎月一定の日にまとめて行う

ことにより、支払事務作業の省力化、金銭の効率的運用が図

れる。 

  「随時支払うことが必要なもの」とは、法令等で支払時期

が定められている源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保

険料等の定時払いになじまない支払い等である。  

 なお、締日、定時の支払日をいつにするかは各会の任意で

ある。 

（支払期日） 

第 23 条  金銭の支払は、小口払及び随時支払うことが

必要なものを除き、毎月○日までに発生した債務をま

とめて翌月○日に行う。 

 

 

  定時払いについて定めたものである。 

 支払方法としては、小口現金による現金払い及び仮払いに

よる概算払い、並びに随時支払うことが必要なものを除き、

定時払いによる振り込みによることが望ましい。   

 通常的な取引先への支払を毎月一定の日にまとめて行う

ことにより、支払事務作業の省力化、金銭の効率的運用が図

れる。 

  「随時支払うことが必要なもの」とは、法令等で支払時期

が定められている源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保

険料等の定時払いになじまない支払い等である。  

 なお、締日、定時の支払日をいつにするかは各会の任意で

ある。 

（支払期日） 

第 23 条  金銭の支払は、小口払及び随時支払うことが

必要なものを除き、毎月○日までに発生した債務をま

とめて翌月○日に行う。 

 

 

現金の出納取引については、原則として一つの取引ごとに

会計伝票を起票することとされているが、それが頻繁になる

とその業務量が非常に多くなり、経理事務に支障が生じる場

合がある。 

 そのため、１回あたりの金額が少額で支出が頻繁に行われ

ることに対応できるよう、支出の範囲を限定した現金（小口

現金）を保有しておくことがある。  

  

小口現金では支出のみを行い、支出資金は、会計責任者あ

るいは出納責任者から定期的に受け取るようにする。 

 

（定額資金前渡制度） 

 定額資金前渡制度とは、小口現金の保有資金の上限額をあ

らかじめ定めておき、会計責任者あるいは出納責任者から小 

口現金への現金の供給は、常に小口現金の支払額を補充する

かたちで行う制度である。 

 

（小口現金の限度額）  

 通常は、各会ごとに事務処理の効率性と事故防止（不祥事

防止）を考慮して小口現金の限度額が決定される。１週間程

（小口現金） 

第24条 第22条第６項第１号及び第２号の規定による

現金支出に充てるため、会計職員に対して現金を前渡

しし、当該職員の手許に小口現金を保管させることが

できる。 

 

２  前項の小口現金は、定額資金前渡制度とし○万円を

保管限度額とする。 

 

３ 小口現金は、毎月末日及び不足の都度、精算しなけ

ればならない。 

 

 現金の出納取引については、原則として一つの取引ごとに

会計伝票を起票することとされているが、それが頻繁になる

と会計伝票を発行する業務量が非常に多くなり、経理事務に

支障が生じる場合がある。 

 このようなことを回避するために、１回あたりの金額が少

額で支出が頻繁に行われるところに、支出の範囲を限定した

現金の支払窓口を置くことがある。これを小口現金という。

  

小口現金では支出のみを行い、支出資金は、会計責任者あ

るいは出納責任者から定期的に受取るようにする。 

 

（定額資金前渡制度） 

 定額資金前渡制度とは、小口現金の保有資金の上限額をあ

らかじめ定めておき、会計責任者あるいは出納責任者から小

口現金への現金の供給は、常に小口現金の支払額を補充する

かたちで行う制度である。 

 

（小口現金の限度額）  

 通常は、各会ごとに事務処理の効率性と事故防止（不祥事

防止）を考慮して小口現金の限度額が決定される。１週間程

（小口現金） 

第24条 第22条第６項第１号及び第２号の規定による

現金支出に充てるため、会計職員に対して現金を前渡

しし、当該職員の手許に小口現金を保管させることが

できる。 

 

２  前項の小口現金は、定額資金前渡制度とし○万円を

保管限度額とする。 

 

３ 小口現金は、毎月末日及び不足の都度、精算しなけ

ればならない。 

 



度で使い切る金額が小口現金の限度額としては望ましい。 

 

（小口現金の精算）  

 小口現金の精算は、小口現金の残高がなくなった時、また

は小口現金の残高があっても一定期間が経過した時に行わ

なければならない。 

度で使い切る金額が小口現金の限度額としては望ましい。 

 

（小口現金の精算）  

 小口現金の精算は、小口現金の残高がなくなった時、また

は小口現金の残高があっても一定期間が経過した時に行わ

なければならない。 

 

 

支出金額が確定する前に概算払を要するものについて、そ

の例示と精算の支払を定めたものである。 

 概算払の場合には、用件終了後、できるだけ早い時期に精

算を済ませ、確定額による会計処理を行う必要がある。 

（概算払） 

第 25 条 性質上、概算をもって支払いの必要がある経

費については、第 22 条第１項の規定にかかわらず概

算払いを行うことができる。 

 

２ 概算払いをすることができる経費は、次に掲げるも

のとする。 

(1) 旅費 

(2) その他会計責任者が特に必要と認めた経費 

 

３ 概算払いは、金額が確定され次第、速やかに精算し

なければならない。 

 

 

支出金額が確定する前に概算払を要するものについて、そ

の例示と精算の支払を定めたものである。 

 概算払の場合には、用件終了後、できるだけ早い時期に精

算を済ませ、確定額による会計処理を行う必要がある。 

（概算払） 

第 25 条 性質上、概算をもって支払いの必要がある経

費については、第 22 条第１項の規定にかかわらず概

算払いを行うことができる。 

 

２ 概算払いをすることができる経費は、次に掲げるも

のとする。 

(1) 旅費 

(2) その他会計責任者が特に必要と認めた経費 

 

３ 概算払いは、金額が確定され次第、速やかに精算し

なければならない。 

 

 

現金預金の出納記録は、会計記録の基本となるものであ

る。  

 したがって、現金の記録の正確性を確かめるため、毎日、

出納記録の残高と現金有高を照合し、預金については、１ヶ

月に１回以上、出納記録の残高を、通帳、または証書の残高

と照合する必要がある。 

 なお、差額が生じている場合には、預貯金残高調整表を作

成する等により差異の理由を確認しなければならない。 

 有価証券を保有している場合には、金銭に準じて補助簿を

備え、増減を記録するとともに、１年に 1回以上、帳簿残高

と現物証券、または預り証との照合を行う必要がある。 

(金銭・預貯金の確認) 

第 26 条  会計責任者は、入出金のあった日の金銭残高

を金銭残高金種別表に記入し、当日の帳簿残高と照合

しなければならない。 

 

２  会計責任者は、預貯金について、毎月末日における

取引金融機関の残高と帳簿残高を照合しなければな

らない。 

 

３ 会計責任者は、第１項第２項の確認の結果、差異が

ある場合には、遅滞なく適切な措置をとらなければな

らない。 

 

 現金預金の出納記録は、会計記録の基本となるものであ

る。  

 したがって、現金の記録の正確性を確かめるため、毎日、

出納記録の残高と現金有高を照合し、預金については、１ヶ

月に１回以上、出納記録の残高を、通帳、または証書の残高

と照合する必要がある。 

 なお、差額が生じている場合には、預貯金残高調整表を作

成する等により差異の理由を確認しなければならない。 

 有価証券を保有している場合には、金銭に準じて補助簿を

備え、増減を記録するとともに、１年に 1回以上、帳簿残高

と現物証券、または預り証との照合を行う必要がある。 

(金銭・預貯金の確認) 

第 26 条  会計責任者は、入出金のあった日の金銭残高

を金銭残高金種別表に記入し、当日の帳簿残高と照合

しなければならない。 

 

２  会計責任者は、預貯金について、毎月末日における

取引金融機関の残高と帳簿残高を照合しなければな

らない。 

 

３ 会計責任者は、第１項第２項の確認の結果、差異が

ある場合には、遅滞なく適切な措置をとらなければな

らない。 

 



 

 

金銭の出納記録と現金有高との照合を行ったときに、なん

らかの誤りが原因で不一致が生じることがある。 

 不一致が生じたときには、不足分を個人の現金補充でまか

なったりすることを厳禁し、会計職員は、まず会計責任者に

報告するとともに不一致の原因を調査する必要がある。 

 調査している間、過不足額は、仮払金、仮受金あるいは現

金過不足勘定等の科目を用いて一時的に処理しておくこと

になる。 

 原因不明のときには会計責任者の指示に基づいて処理す

る。 

 この場合の処理科目は、一般的に、現金有高が不足の場合

には、事務費支出：雑費で、現金有高が過剰の場合には、雑

収入で処理することになろう。 

（金銭過不足) 

第 27 条 現金に過不足が生じたとき、会計職員は、す

みやかに原因を調査したうえ遅滞なく会計責任者に

報告し、必要な指示を受けなければならない。 

 

 

 金銭の出納記録と現金有高との照合を行ったときに、なん

らかの誤りが原因で不一致が生じることがある。 

 不一致が生じたときには、不足分を個人の現金補充でまか

なったりすることを厳禁し、会計職員は、まず会計責任者に

報告するとともに不一致の原因を調査する必要がある。 

 調査している間、過不足額は、仮払金、仮受金あるいは現

金過不足勘定等の科目を用いて一時的に処理しておくこと

になる。 

 原因不明のときには会計責任者の指示に基づいて処理す

る。 

 この場合の処理科目は、一般的に、現金有高が不足の場合

には、事務費支出：雑費で、現金有高が過剰の場合には、雑

収入で処理することになろう。 

（金銭過不足) 

第 27 条 現金に過不足が生じたとき、会計職員は、す

みやかに原因を調査したうえ遅滞なく会計責任者に

報告し、必要な指示を受けなければならない。 

 

 

 

預金、借入金など金融機関との取引関係は、常に明らかに

しておかなければならない。 

 実質的に取引の終了した預金口座が閉鎖されず、定期的に

残高が報告されることもなく放置されている場合があるが、

不正事故の原因になることがある。 

 したがって、取引の開始・終了の手続きを明確に定めてお

き、設置目的がなくなった口座は直ちに閉鎖手続きをとるべ

きである。 

第５章 財 務 

 

（金融機関との取引） 

第 28 条 本会が金融機関との取引を開始し、又は終了

しようとするときは、会長の承認を得なければならな

い。 

 

２ 金融機関との取引は、会長名をもって行う。 

 

３ 会長は、金融機関との取引に使用する印鑑を保管す

る。 

 

４ 前項の規定にかかわらず、会長は、実務上必要と判

断した場合には、次の業務を担当しない会計責任者

(第６条により、出納責任者を置いている場合には、

出納責任者。)を金融機関との取引に使用する印鑑の

保管責任者とすることができる。 

   

(1) 現金預貯金(小口現金を含む)の出納記帳    

(2) 預貯金の通帳及び証書の保管管理   

(3) 現金（小口現金を含む）の保管管理   

 

  

預金、借入金など金融機関との取引関係は、常に明らかにし

ておかなければならない。 

 実質的に取引の終了した預金口座が閉鎖されず、定期的に

残高が報告されることもなく放置されている場合があるが、

不正事故の原因になることがある。 

 したがって、取引の開始・終了の手続きを明確に定めてお

き、設置目的がなくなった口座は直ちに閉鎖手続きをとるべ

きである。 

第５章 財 務 

 

（金融機関との取引） 

第 28 条 本会が金融機関との取引を開始し、又は終了

しようとするときは、会長の承認を得なければならな

い。 

 

２ 金融機関との取引は、会長名をもって行う。 

 

３ 会長は、金融機関との取引に使用する印鑑を保管す

る。 

 

４ 前項の規定にかかわらず、会長は、実務上必要と判

断した場合には、次の業務を担当しない会計責任者

(第６条により、出納責任者を置いている場合には、

出納責任者。)を金融機関との取引に使用する印鑑の

保管責任者とすることができる。 

   

(1) 現金預貯金(小口現金を含む)の出納記帳    

(2) 預貯金の通帳及び証書の保管管理   

(3) 現金（小口現金を含む）の保管管理   

 



 なお、終了手続きをとらない取引金融機関については、常

に残高等を把握し報告することを制度化しておく必要があ

る。 

  金融機関との取引は法人の代表者、すなわち会長名で行う

が、会長が取引印を管理することが実務的ではない場合、会

長は取引印の保管責任者を指名し、印鑑の保管を命ずること

とする。 

 なお、終了手続きをとらない取引金融機関については、常

に残高等を把握し報告することを制度化しておく必要があ

る。 

  金融機関との取引は法人の代表者、すなわち会長名で行う

が、会長が取引印を管理することが実務的ではない場合、会

長は取引印の保管責任者を指名し、印鑑の保管を命ずること

とする。 

 

 

法人外部からの資金調達である借入れの手続きについて

定めたものである。 

 

（短期借入） 

  資金繰りの都合上、一時的に不足する資金の補充のために

借入れる一時借入金について定めたものである。 

 資金の短期借入を行う場合、評議員会の議決を必要とせ

ず、理事会の議決により行うことができるとしているが、予

算に計上されていない臨時的なものであるため、特別な事情

がある場合を除いて、原則として、借入れた会計年度内に返

済する必要がある。 

 

（長期借入） 

 資金の長期借入れを行う場合、借入金収入が予算に計上さ

れているため、予算書承認時に理事会及び評議員会の承認は

完了している。  

  

定款準則の規定では、予算の範囲内における設備資金の借

入の実行は、会長専決事項とされている。 

（資金の借入) 

第 29 条  毎会計年度の業務執行に当たり、必要がある

場合には、理事会の議決を得た上で、会長の承認によ

り、資金の短期借入を行うことができる。 

 

２ 資金の長期借入は、理事会の議決を経、原則として

評議員会の議決を得た予算の範囲内において、会長の

承認により行うことができる。 

 

３ 借入金の借入先は、公的金融機関、銀行又はこれに

準ずるものでなければならない。 

 

 

法人外部からの資金調達である借入の手続きについて定

めたものである。 

 

（短期借入） 

  資金繰りの都合上、一時的に不足する資金の補充のために

借入れる一時借入金について定めたものである。 

 資金の短期借入を行う場合、評議員会の議決を必要とせ

ず、理事会の議決により行うことができるとしているが、予

算に計上されていない臨時的なものであるため、特別な事情

がある場合を除いて、原則として、借り入れた会計年度内に

返済する必要がある。 

 

（長期借入） 

 資金の長期借入を行う場合、借入金収入が予算に計上され

ているため、予算書承認時に理事会及び評議員会の承認は完

了している。  

  

定款準則の規定では、予算の範囲内における設備資金の借

入の実行は、会長専決事項とされている。 

（資金の借入) 

第 29 条  毎会計年度の業務執行に当たり、必要がある

場合には、理事会の議決を得た上で、会長の承認によ

り、資金の短期借入を行うことができる。 

 

２ 資金の長期借入は、理事会の議決を経、原則として

評議員会の議決を得た予算の範囲内において、会長の

承認により行うことができる。 

 

３ 借入金の借入先は、公的金融機関、銀行又はこれに

準ずるものでなければならない。 

（社援施第６号基準課長通知：１ 運用上の留意事項 ）   
（4）借入金の扱い 
 借入金の借り入れ及び償還にかかる会計処理は、借入目的に応じて、各経理区分で処理することと する。
 なお、資金を借り入れた場合については、別紙 1を参考のうえ借入金明細表を作成し、借入先、借入額 及
び償還額等を適切に管理することとする。 
 
 
(社援施第９号措置施設適用課長通知 ：７ 借入金の扱い) 
 借入金に係る会計処理は、使途目的に従って各経理区分において経理を行うこと。 
 なお、施設整備等に係る借入金に係る収支は施設経理区分の収入または支出として計上すること。 
 
 
（定款準則：第９条（理事会）） 
 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は、理
事長が専決し、これを理事会に報告する。 
（備考） 
（1）「日常の軽易な業務の例」としては、次のような業務がある。 
  ④設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの 

 

 

法人内部での資金調達である会計単位間又は経理区分間

の金銭の貸借手続きを定めたものである。 

（資金の繰替使用) 

第 30 条 各会計単位間又は各経理区分間において、 経

理上必要がある場合、会長の承認を得た上で、資金の

一時繰替使用をすることができる。（繰替使用を認め

られていない資金については除く。） 

  ただし、繰替えて使用した資金については、原則と

して、当該年度内に補てんしなければならない。 

 

 

 法人内部での資金調達である会計単位間又は経理区分間

の金銭の貸借手続きを定めたものである。 

（資金の繰替使用) 

第 30 条 各会計単位間又は各経理区分間において、 経

理上必要がある場合、会長の承認を得た上で、資金の

一時繰替使用をすることができる。（繰替使用を認め

られていない資金については除く。） 

  ただし、繰替えて使用した資金については、原則と

して、当該年度内に補てんしなければならない。 

（老発第１８８号繰越金局長通知：第２ 平成１２年度以降における運用上の取扱い） 
 ３ 運用上の留意事項について 
 (3) 資金の繰替使用 
  施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業等又は公益事業若しくは収益事業へ一時繰替 する
ことは、差し支えない。 ただし、繰替えて使用した資金は、当該年度内に補てんしなければならない。 
 
 
（児発第２９９号保育所運営費局長通知：４．運営費の管理・運用） 
（２）運営費等の同一法人内における各施設経理区分、本部経理区分又は収益事業等の特別会計への資金の
貸付については、当該法人の経営上やむを得ない場合に、当該年度内に限って認められるものであるこ
と。 

   なお、同一法人内における各施設経理区分、本部経理区分又は収益事業等の特別会計以外への貸付は
一切認められないこと。 



  本来、必要資金については、各経理区分がそれぞれ独自に

予算を計上するべきだが、繰替使用が認められている資金に

ついては、一時的に、会計単位間又は経理区分間で融通する

ことがありうる。 

 ただし、他の経理区分からの借入れはあくまで予算に計上

されていない臨時的なものであるため、特別な事情がある場

合を除いて、原則として、借入れた会計年度内に返済する必

要がある。 

 こうした会計単位間又は経理区分間の金銭の貸借は、臨時

的かつ短期間のものではあるが、例外的な措置なので、会長

の承認を得たうえで行うこととしている。 

 ただし、事業の目的に基づいて区分されている経理区分間

の流用は、通常認められない。 

 特に、基金、積立金等の目的外流用については、とりわけ

慎重な対応が求められるものであり、なかでも指定寄附金制

度の対象となっている「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金」等、税制上の優遇措

置の対象となっている基金については、明確な目的により計

画的な造成と運用が図られてきたものであるため、流用は認

められない。 

  

 

年度内に精算することが必要だが、繰替使用が認められてい

る資金は次のとおりである。 

 

 

(1) 介護保険収入からの資金の繰替使用については、介護

保険事業以外の社会福祉事業、公益事業及び収益事業に

ついて行うことができる。  

(2) 措置費収入及び運営費収入からの資金の繰替使用につ

いては、当該法人の経営上やむをえない場合に、法人内

の各施設経理区分、本部経理区分又は収益事業等の特別

会計への資金の貸借について、当該年度内に限って認め

られるものである。  

 なお、当該法人内の各施設経理区分、本部経理区分又

は収益事業等の特別会計以外への貸付は一切認められ

ない。 

 

 

 

 

 その他、補助金、委託金、助成金等収入の繰替使用につい

ては、当該資金の交付元の指示に従うものとする。 

  本来、必要資金については、各経理区分がそれぞれ独自に

予算を計上するべきだが、繰替使用が認められている資金に

ついては、一時的に、会計単位間又は経理区分間で融通する

ことがありうる。 

 ただし、他の経理区分からの借入はあくまで予算に計上さ

れていない臨時的なものであるため、特別な事情がある場合

を除いて、原則として、借り入れた会計年度内に返済する必

要がある。 

 こうした会計単位間又は経理区分間の金銭の貸借は、臨時

的かつ短期間のものではあるが、例外的な措置なので、会長

の承認を得たうえで行うこととしている。 

 ただし、事業の目的に基づいて区分されている経理区分間

の流用は、通常認められない。 

 特に、基金、積立金等の目的外流用については、とりわけ

慎重な対応が求められるものであり、なかでも指定寄附金制

度の対象となっている「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金」等、税制上の優遇措

置の対象となっている基金については、明確な目的により計

画的な造成と運用が図られてきたものであるため、流用は認

められない。 

 なお、資金の繰替使用は、資金管理上、原則として法人運

営経理区分を通して行うこととする。 

繰替使用が認められている資金としては次の場合がある。 

ただし、いずれの場合であっても、年度内に精算することが

求められている。 

 

(1) 介護保険収入からの資金の繰替使用については、介護

保険事業以外の社会福祉事業、公益事業及び収益事業に

ついて行うことができる。  

(2) 措置費収入からの資金の繰替使用については、当該法

人の経営上やむをえない場合に、法人内の各施設経理区

分、本部経理区分又は収益事業等の特別会計への資金の

貸借について、当該年度内に限って認められるものであ

り、必ず本部経理区分を経由しなければならない。  

 なお、当該法人内の各施設経理区分、本部経理区分又

は収益事業等の特別会計以外への貸付は一切認められ

ない。 

 

 また、保育所については、保育所以外の施設に係る経理区

分又は収益事業等他の事業に対する運営費の貸付は、年度内

精算する場合であっても、認められていない。  

 その他、補助金、委託金、助成金等収入の繰替使用につい

ては、当該資金の交付元の指示に従うものとする。 

 
 
 
 
 
 

（答）具体的には、次のような事例が考えられる。 

１ 当該法人内の他の施設経理区分において補助金収入（措置費及び運営費を含む。）の遅れ等により、資金

不足が生じた場合 

２ 当該法人内の施設経理区分において都道府県補助金収入が予定より遅れたため、資金不足を生じた場合

３ 当該法人内の収益事業において一時的な資金不足が生じた場合 

なお、いずれの場合においても真にやむを得ないと認められる場合であって、かつ当該年度内に返済が確

実である場合に限られるものである。 

 

 

 

 

 

（答）運営費等の同一法人内における貸付のうち、本部経理区分に対しての貸付について、社会福祉法人会

計基準に定める資金収支予算内訳及び資金収支決算内訳表の本部経理区分の勘定科目大区分「人件費支出」

及び「事務費支出」に相当する経費とし、いずれも社会福祉事業、公益事業又は収益事業に関する経費に限

り認められるものであること。 

 
（社援発第 0312001 号他局長通知：５ 運営費の管理、運用について） 
（2）運営費の同一法人内における各施設経理区分、本部経理区分又は収益事業等の特別会計への資金の貸付
については、当該法人の経営上やむを得ない場合に、当該年度内に限って認められるものであること。 
 なお、同一法人内における各施設経理区分、本部経理区分又は収益事業等の特別会計以外への貸付は一切
認められないこと。 
 
 

 

(資金の運用等) 

第 31 条 余裕資金の運用及び特定の目的のために行う資

金の積立ては、安全確実な方法によって行わなければな

らない。 

２ 会計責任者は、毎月末日に資金残高（余裕資金及び積

立預金を含む）の内容を会長に報告しなければならな

い。 

 

(資金の運用等) 

第 31 条 余裕資金の運用及び特定の目的のために行う資

金の積立ては、安全確実な方法によって行わなければな

らない。 

２ 会計責任者は、毎月末日に資金残高（余裕資金及び積

立預金を含む）の内容を会長に報告しなければならな

い。 

（
3
(
用
れ
し
①
②
③
④

（児保第２１号：「保育所運営費の経理等について」の運用について） 
（問１４） 
 児発第２９９号通知の４（２）に関して、「当該法人の経営上やむを得ない場合」とは具体的にどのような状況を

いうのか。 

（児保第２１号：「保育所運営費の経理等について」の運用について） 
（問１５） 
 児発第２９９号通知の４（２）に関して、本部経理区分への貸付の対象範囲は、具体的にどこまで認められるのか。
審査基準：第２ 法人の資産） 
 資産の管理 
1)基本財産(社会福祉施設を経営する法人にあっては、社会福祉施設の用に供する不動産を除く。)の管理運
は、安全、確実な方法、すなわち元本が確実に回収できるほか、固定資産としての常識的な運用益が得ら
、又は利用価値を生ずる方法で行う必要があり、次のような財産又は方法で管理運用することは、原則と
て適当ではないこと。  
 価格の変動が著しい財産(株式、株式投資信託、金、外貨建債券等) 
 客観的評価が困難な財産(美術品、骨董品等)  
 減価する財産(建築物、建造物等減価償却資産 
 回収が困難になるおそれのある方法(融資) 



 

(注)基本財産以外の資産において、株式投資又は株式を含

む投資信託等による管理運用を行う法人にあっては、上

記の第 31 条の規定を次のとおりとする。 

 

第 31 条 余裕資金の運用及び特定の目的のために行う資

金の積立ては、原則として安全確実な方法によって行わ

なければならない。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の余裕資金の

運用及び特定の目的のために行う資金の積立てについて

は、理事会の同意を得、評議員会の議決により、株式等に

換えて保管することができる。 

 

３ 会計責任者は、毎月末日に資金残高（余裕資金及び積

立預金を含む）の内容を会長に報告しなければならない。 

 
基本財産の管理運用は、安全、確実な方法、すなわち元本が
確実に回収できるほか、固定資産としての常識的な運用益が
得られ、又は利用価値を生ずる方法で行う必要があり、①価
格の変動が著しい財産(株式、株式投資信託、金、外貨建債
券等)② 客観的評価が困難な財産(美術品、骨董品等) ③減
価する財産(建築物、建造物等減価償却資産④ 回収が困難
になるおそれのある方法(融資) のような財産又は方法で管
理運用することは、原則として適当ではない。  
一方、基本財産以外の資産(運用財産、公益事業用財産、収
益事業用財産)の管理運用にあたっても、安全、確実な方法
で行うことが望ましいが、株式投資又は株式を含む投資信託
等による管理運用も認められる。ただし、子会社の保有のた
めの株式の保有等は認められないものであり、株式の取得
は、公開市場を通してのものに限られる。  

いずれにせよ、法人の財産(基本財産、基本財産以外の財産

双方)については、価値の変動の激しい財産、客観的評価が

困難な財産等価値の不安定な財産又は過大な負担付財産が

財産の相当部分を占めないようにする必要がある。 

資金の運用に関する理事会及び評議員会の決定に際しては、

事前に外部の専門家による助言を得るなど、適切な判断を担

保できる体制をとることが必要である。 

なお、補助金・受託金等の公費、ならびに会費・寄付金・共

同募金配分金については、元本保証以外による金融資産の運

用は、理解を得ることが難しいので、原則として行うべきで

はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産のうち余裕資金の運用については、安全確実な金融機関

に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券

に変えて、保管しなければならない。   

 「安全確実で換金性の高い方法」とは、「銀行、郵便局、
農協等への預貯金のほか、国債、地方債、信託銀行への金銭
信託等元本保障のあるもの」であり、「株式投資、商品取引
等リスクが大きいもの」は認められない。  

 

(2) 基本財産以外の資産(運用財産、公益事業用財産、収益事業用財産)の管理運用にあたっても、安全、
確実な方法で行うことが望ましいこと。  
また、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用も認められること。ただし、子会社の保有

のための株式の保有等は認められないものであり、株式の取得は、公開市場を通してのもの等に限られ
ること。  

 
 (3) 法人の財産(基本財産、基本財産以外の財産双方)については、価値の変動の激しい財産、客観的評価
が困難な財産等価値の不安定な財産又は過大な負担付財産が財産の相当部分を占めないようにする必要
があること。 

（定款準則：第 15 条（資産の管理）） 
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、
保管する。 

 (備考)  
基本財産以外の資産において、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用を行う場合には、第二

項の次に次の一項を加える。  
3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換
えて保管することができる。  

 
（審査要領：第２ 法人の資産） 
(8) 法人が株式を保有できるのは、原則として、以下の場合に限られる。  
ア 基本財産以外の資産の管理運用の場合。ただし、あくまで管理運用であることを明確にするため、上
場株や店頭公開株のように、証券会社の通常の取引を通じて取得できるものに限る。  
イ 基本財産として寄付された場合。これは、設立時に限らず、設立後に寄附されたものも含む。  

(9) 基本財産として株式が寄附される場合には、社会福祉法人としての適切な活動等のため、所轄庁におい
ては、寄附を受けた社会福祉法人の理事と当該営利企業の関係者との関係、基本財産の構成、株式等の寄
附の目的について十分注意し、必要に応じ適切な指導等を行う。  

(10) (8)の場合については、株式の保有等は認められるが、その場合であっても、当該社会福祉法人が当該
営利企業を実質的に支配することのないように、その保有の割合は、2分の 1を超えてはならない。  

(11) (8)の場合により株式保有等を行っている場合(全株式の 20％以上を保有している場合に限る。)につ
いては、法第 59 条の規定による現況報告書と合わせて、当該営利企業の概要として、事業年度末現在の次
の事項を記載した書類を提出すること。  

ア 名称  
イ 事務所の所在地 
ウ 資本金等  
エ 事業内容 
オ 役員の数及び代表者の氏名 
カ 従業員の数 
キ 当該社会福祉法人が保有する株式等の数及び全株式等に占める割合  
ク 保有する理由 
ケ 当該株式等の入手日 
コ 当該社会福祉法人と当該営利企業との関係(人事、取引等） 

（有価証券の評価及び管理） 

第 32 条 会計責任者は、○○毎に、有価証券の時価と

帳簿価額の比較表を作成し、会長に報告しなければな

らない。 

 

２ 有価証券の評価は、◯◯◯◯法によって行う。 

 

(注)有価証券の評価方法は、原則として、以下のいずれ

（有価証券の評価及び管理） 

第 32 条 会計責任者は、○○毎に、有価証券の時価と

帳簿価額の比較表を作成し、会長に報告しなければな

らない。 

 

２ 有価証券の評価は、◯◯◯◯法によって行う。 

 

(注)有価証券の評価方法は、原則として、以下のいずれ

（会計基準：第２４条（有価証券の評価）） 
 有価証券については、総平均原価法、移動平均原価法等の評価方法を適用して算定した取得価額をもって
貸借対照表価額とするものとする。（注７） 
  
 
 
（会計基準：第２５条（資産の評価換え）） 
 資産の時価が取得価額と比較して著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められる場合を除き、
時価によって評価するものとする。 
 
 
(注７)有価証券の評価について 



 

 会計基準では、有価証券の評価換えが規定されているが、

前条の規定から、強制評価換えを生じる有価証券の購入は実

際には認められないものと考えられるため、本条ではその規

定をしない。 

 また、有価証券の評価方法には、総平均原価法、移動平均

原価法等の方法があるが、どの評価方法を選択するかは各会

の任意である。  

 なお、複数の会計単位又は経理区分において同一銘柄の有

価証券が購入・保有されている場合に、移動平均原価法、総

平均原価法を採用すると、当該有価証券の売買により、収支

状況に他の会計単位又は経理区分の影響を受けるため、個別

原価法による評価が望ましい。 

 ただし、法人税法上の評価方法としては移動平均原価法又

は総平均原価法であるため、収益事業において有価証券を保

有する場合は、評価方法について留意しなければならない。 

かの方法を採用する。    

 

  移動平均原価法    

  総平均原価法 

※個別原価法 

 

 会計基準では、有価証券の評価換えが規定されているが、

前条の規定から、強制評価換えを生じる有価証券の購入は実

際には認められないものと考えられるため、本条ではその規

定をしない。 

 また、有価証券の評価方法には、総平均原価法、移動平均

原価法等の方法があるが、どの評価方法を選択するかは各会

の任意である。  

 なお、複数の会計単位又は経理区分において同一銘柄の有

価証券が購入・保有されている場合に、移動平均原価法、総

平均原価法を採用すると、当該有価証券の売買により、収支

状況に他の会計単位又は経理区分の影響を受けるため、個別

原価法による評価が望ましい。 

 ただし、法人税法上の評価方法としては移動平均原価法又

は総平均原価法であるため、収益事業において有価証券を保

有する場合は、評価方法について留意しなければならない。

かの方法を採用する。    

 

  移動平均原価法    

  総平均原価法 

※個別原価法 

 貸借対照表に計上される有価証券は、他の資産と同様に取得価額で評価することを原則としており、同一
銘柄の有価証券は、同一単価で評価する。 
 同一銘柄の有価証券が必ずしも同じ時期に同じ価額で購入されるとは限らない。したがって有価証券につ
いても以下に示すような方法を適用して取得価額を配分計算し、それをもって貸借対照表価額とする。 
 
総平均原価法 
   前会計年度末に保有していた有価証券と当該会計年度に取得した有価証券の取得価額の総平均単価に
よって会計年度末に保有する有価証券を評価し、それをもって貸借対照表価額とする方法 

 
移動平均原価法 
  有価証券を取得した都度、それまで保有していた有価証券と新たに取得した有価証券の取得価額の平均
単価で評価する方法によって会計年度末に保有する有価証券を評価し、それをもって貸借対照表価額とす
る方法 

 

 

債権及び債務の会計上の残高記入が正確かどうか、内訳を

吟味、調査すべきことを定めたものである。 

第６章  資産・負債の管理 

 

（債権債務の残高確認） 

第 33 条 会計責任者は、毎月末日における総勘定元帳

残高について関係帳簿と照合し、記録の正確性及び内

訳の妥当性を確認しなければならない。 

 なお、必要がある場合には、取引の相手先に対し、

残高の確認を行わなければならない。  

 

２ 会計責任者は、前項の確認の結果、相手先の残高と

の間に原因不明の差額があることが判明した場合に

は、遅滞なく、適切な措置をとらなければならない。 

 

 

債権及び債務の会計上の残高記入が正確かどうか、内訳を

吟味、調査すべきことを定めたものである。 

第６章  資産・負債の管理 

 

（債権債務の残高確認） 

第 33 条 会計責任者は、毎月末日における総勘定元帳

残高について関係帳簿と照合し、記録の正確性及び内

訳の妥当性を確認しなければならない。 

 なお、必要がある場合には、取引の相手先に対し、

残高の確認を行わなければならない。  

 

２ 会計責任者は、前項の確認の結果、相手先の残高と

の間に原因不明の差額があることが判明した場合に

は、遅滞なく、適切な措置をとらなければならない。

 

 

 

債権の回収、債務の支払の期日管理を定めたものである。 

 

 

（入金期日及び支払期日の管理） 

第 34 条 会計責任者は、毎月、期日どおりの回収又は

支払いが行われていることを確認し、期日どおりに履

行されていないものがある場合には、遅滞なく、適切

な措置をとらなければならない。 

 

 

債権の回収、債務の支払の期日管理を定めたものである。

（入金期日及び支払期日の管理） 

第 34 条 会計責任者は、毎月、期日どおりの回収又は

支払いが行われていることを確認し、期日どおりに履

行されていないものがある場合には、遅滞なく、適切

な措置をとらなければならない。 

 

（債権の免除等） （債権の免除等） 

 
 
（定款準則：第９条（理事会）） 



 

 

資産の一部を構成する債権の全部もしくは一部の免除は、

各会の損失を意味する。 

また、各会にとって不利となる契約条件の変更も同様であ

る。 

したがって、これを禁止することは当然のことであるが、

債権の相手先の状況から、まったく回収の見込がない場合や

債権の額より回収にかかる費用が多額になる場合は、債権管

理にかかる費用の無駄を省くために、債権を免除することも

認められるべきである。 

たとえば、介護保険制度において、低所得者で生計が困難

である者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉

法人が利用者負担を減免する場合、また、生計困難者に対し

て無利子又は低利で資金を融通する事業の場合等について、

当該処理を行うことが考えられる。 

また、客観的にみて有利であると認められる条件の変更に

ついても同様である。 

定款準則の規定では、債権の免除等については、法人運営

に重大な影響があるものを除いて会長専決事項とされてい

る。 

第 35 条 本会の債権は、その全部もしくは一部を免除

し、又はその契約条件を変更することはできない。た

だし、法人運営に重大な影響があるものを除いて、会

長が本会に有利であると認めるとき、その他やむを得

ない特別の理由があると認めたときはこの限りでな

い。 

 

 

資産の一部を構成する債権の免除は、各会の損失を意味す

る。 

また、各会にとって不利な条件の変更も同様である。 

したがって、これを禁止することは当然のことであるが、

債権の相手先の状況から、まったく回収の見込がない場合や

債権の額より回収にかかる費用が多額になる場合は、債権管

理にかかる費用の無駄を省くために、債権を免除することも

認められるべきである。 

たとえば、介護保険制度において、低所得者で生計が困難

である者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉

法人が利用者負担を減免する場合、また、生計困難者に対し

て無利子又は低利で資金を融通する事業の場合等について、

当該処理を行うことが考えられる。 

また、客観的にみて有利であると認められる条件の変更に

ついても同様である。 

定款準則の規定では、債権の免除等については、法人運営

に重大な影響があるものを除いて会長専決事項とされてい

る。 

第 35 条 本会の債権は、その全部もしくは一部を免除

し、又はその契約条件を変更することはできない。た

だし、法人運営に重大な影響があるものを除いて、会

長が本会に有利であると認めるとき、その他やむを得

ない特別の理由があると認めたときはこの限りでな

い。 

 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は、理
事長が専決し、これを理事会に報告する。 
（備考） 
（1）「日常の軽易な業務の例」としては、次のような業務がある。 
 ③ 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得な
い特別の理由があると認められるもの。 

   ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。 
 
 
 

 

 

各会は、その有する金銭債権について将来発生することが

予測される徴収不能の損失見込額として、徴収不能引当金勘

定に繰入の会計処理を行うものとする。 

 

 

（徴収不能引当金の計上）  

徴収不能引当金は、個別に見積もった徴収不能見込額と過

去の徴収不能割合に基づく徴収不能見込額を合計して求め

る。 

個別に見積もった徴収不能見込額（Ａ）とは、金銭債権の

うち「徴収不能の可能性がきわめて高い債権」の全額をいう。 

過去の徴収不能割合に基づく徴収不能見込額とは、「徴収

不能のおそれのある債権」であり、金銭債権残高（Ｂ）から

個別見積徴収不能額（Ａ）を差し引いた額に過去（法人税法

上の規定：概ね３年）の徴収不能割合（Ｃ）を乗じて求める。 

 

個別見積徴収不能見込額Ａ 

（徴収不能引当金） 

第 36 条  徴収不能のおそれのある金銭債権について

は、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほ

か、個別に見積もった徴収不能引当金を計上する。 

 

 

各会は、その有する金銭債権について将来発生することが

予測される徴収不能の損失見込額として、徴収不能引当金勘

定に繰入の会計処理を行うものとする。 

 

 

（徴収不能引当金の計上）  

徴収不能引当金は、個別に見積もった徴収不能見込額と過

去の徴収不能割合に基づく徴収不能見込額を合計して求め

る。 

個別に見積もった徴収不能見込額（Ａ）とは、金銭債権の

うち「徴収不能の可能性がきわめて高い債権」の全額をいう。

過去の徴収不能割合に基づく徴収不能見込額とは、「徴収

不能のおそれのある債権」であり、金銭債権残高（Ｂ）から

個別見積徴収不能額（Ａ）を差し引いた額に過去（法人税法

上の規定：概ね３年）の徴収不能割合（Ｃ）を乗じて求める。

 

個別見積徴収不能見込額Ａ 

（徴収不能引当金） 

第 36 条  徴収不能のおそれのある金銭債権について

は、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほ

か、個別に見積もった徴収不能引当金を計上する。 

（会計基準：第２４条（徴収不能額の引当て）） 
 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れ、
当該金銭債権から控除するものとする。（注９） 
 
(注９)徴収不能額の引当てについて 
 未収金、貸付金等の金銭債権のうち徴収不能と認められる額がある場合には、その金額を合理的に見積も
って、徴収不能引当金を計上しなければならない。 
 合理的に徴収不能額を見積もる方法として、例えば金銭債権を、 
 （１） 徴収不能の可能性がきわめて高い債権 
 （２） 徴収不能のおそれのある債権 
 （３） 健全な債権 
に分類し、（１）については回収が確実に見込まれる額を控除した額を徴収不能見込額とし、（２）及び（３）
については、過去において発生した同分類の債権金額に対する徴収不能額の平均発生率に基づいて算定した
額を徴収不能見込額とする方法が考えられる。 
 
 
（老計第８号指針課長通知：第２  会計処理について） 
７  引当金について 
(1) 徴収不能引当金の計上基準 
   ア 徴収不能引当金の計上は、原則として、毎会計年度末におい て徴収することが不可能な債権を個別に
判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。 

   イ  ア以外の債権(以下「一般債権」という。)については、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額 を
徴収不能引当金として計上する。 なお、介護保険事業の開始から５年間に限り、一番債権についてはそ
の３％を引当金に計上する ことができるものとする。 

 



＋徴収不能見込額｛（金銭債権残高Ｂ-Ａ）×徴収不能割合

Ｃ｝ 

   

【徴収不能割合の計算】 

徴収不能割合 

＝(過去３年間の実際の徴収不能額合計額)     

÷(過去３年間における決算日現在の金銭債権の残高

合計額) 

＋徴収不能見込額｛（金銭債権残高Ｂ-Ａ）×徴収不能割合

Ｃ｝ 

   

【徴収不能割合の計算】 

徴収不能割合 

＝（過去３年間の実際の徴収不能額合計額）      

÷(過去３年間における決算日現在の金銭債権の残高

合計額) 

 

 

介護用品などの貯蔵品等のたな卸資産については、受入払

出量を継続的に記録・管理し、次に示すような評価方法を適

用して算定した取得価額をもって貸借対照表とする。 

①個別原価法    

②総平均原価法    

③最終仕入原価法 

④その他 

 

評価方法の選択については、各会の任意とし、選択した評

価方法については、経理規程の本条に記載するものとする。 

 

なお、消費を目的とした貯蔵品等のうち「毎会計年度一定

量を購入し、経常的に消費するものであって、かつ常時保有

する量が明らかに１年間の消費量を下回るもの」について

は、購入時に支出処理し、貸借対照表に計上しないことがで

きる。 

（棚卸資産の範囲、評価及び管理） 

第 37 条 棚卸資産とは、以下に定める資産をいう。棚

卸資産については、受入払出量を継続的に記録し、そ

の在庫量を明瞭にしておかなければならない。 

 ｱ ◯◯◯ 

 ｲ ◯◯◯ 

 ｳ ◯◯◯ 

 

２ 棚卸資産の現物管理は、管理責任者（管理責任者を

置かない場合は、「会計責任者」とする。以下、本条

において同じ。）が行う。 

 

３ 管理責任者は、棚卸資産について毎会計年度末、実

地棚卸を行い、会計責任者とともに帳簿残高と照合し

なければならない。 

 

４ 棚卸資産の評価方法は、◯◯◯◯◯法とする。 

 

 

介護用品などの貯蔵品等のたな卸資産については、受入払

出量を継続的に記録・管理し、次に示すような評価方法を適

用して算定した取得価額をもって貸借対照表とする。 

①個別原価法    

②総平均原価法    

③最終仕入原価法 

④その他 

 

評価方法の選択については、各会の任意とし、選択した評

価方法については、経理規程の本条に記載するものとする。

 

なお、消費を目的とした貯蔵品等のうち「毎会計年度一定

量を購入し、経常的に消費するものであって、かつ常時保有

する量が明らかに１年間の消費量を下回るもの」について

は、購入時に支出処理し、貸借対照表に計上しないことがで

きる。 

（棚卸資産の範囲、評価及び管理） 

第 37 条 棚卸資産とは、以下に定める資産をいう。棚

卸資産については、受入払出量を継続的に記録し、そ

の在庫量を明瞭にしておかなければならない。 

 ｱ ◯◯◯ 

 ｲ ◯◯◯ 

 ｳ ◯◯◯ 

 

２ 棚卸資産の現物管理は、管理責任者（管理責任者を

置かない場合は、「会計責任者」とする。以下、本条

において同じ。）が行う。 

 

３ 管理責任者は、棚卸資産について毎会計年度末、実

地棚卸を行い、会計責任者とともに帳簿残高と照合し

なければならない。 

 

４ 棚卸資産の評価方法は、◯◯◯◯◯法とする。 

（会計基準：第２３条（たな卸資産の評価）） 
 介護用品などの貯蔵品等のたな卸資産については、個別原価法、総平均原価法等の評価方法を適用して算
定した取得価額をもって貸借対照表価額とするものとする。 
 
（注 1） 重要性の原則の適用について  
 社会福祉法人の会計は、定められた会計処理の原則に従って正確な計算を行うべきものであるが、会計が
目的とするところは、社会福祉法人の財務内容を明らかにし社会福祉法人の状況に関して、施設の利用者、
その家族、債権者及びその他取引業者等の利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるので、重要
性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、複式簿記の
原則に従った処理として認められる。  
 重要性の原則は、計算書類の表示に関しても適用される。 重要性の原則の適用例としては、次のような
ものがある。  
(１)  介護用品、その他の消耗品等の貯蔵品のうち、重要性の乏しいもの、あるいは短期間に消費するもの
については、その購入時に支出として処理する方法を採用することができる。  
(２) （3）略 
  
(注６)たな卸資産の評価方法について 
 貸借対照表に計上される資産は、取得価額で評価することを原則としているが、貯蔵品等のたな卸資産は、
頻繁に受入れや払出しが行われるものが多く、個別に取得価額を特定することが困難な場合が多い。 
 したがって、以下に示すような方法を適用して算定した価額をもって貸借対照表価額とする。 
○個別原価法 
  個々のたな卸資産が個別に管理されている場合に適用される方法で、会計年度末に保有する個々のたな
卸資産ごとに記録された取得価額をもって貸借対照表価額とする方法 

○総平均原価法 
  前会計年度末に保有していたたな卸資産と当該会計年度に取得したたな卸資産の取得価額の総平均単価
によって会計年度末に保有するたな卸資産を評価し、それをもって貸借対照表価額とする方法 

○最終仕入原価法 
    会計年度末に保有するたな卸資産を会計年度末に最も近い日に取得したたな卸資産の取得単価によって
評価し、それをもって貸借対照表価額とする方法 

  
  最終仕入原価法によって評価される場合には、会計年度末におけるすべてのたな卸資産が取得価額に基
づいて評価されることにはならないが、購入単価に大きな変動がないと見込まれる等の理由によって、上
記に例示された他の合理的な方法によって評価された額と比較して、その差額が僅少であると見込まれる
場合にはこの方法を採用することが認められる。 

 
（社援施第６号基準課長通知：1 運用上の留意事項）   
（12）たな卸資産の範囲   
  介護用品等のたな卸資産については、当該たな卸資産を消費したときに資金収支計算書及び事業   活動
収支計算書の支出として処理することが原則であるが、毎会計年度一定量を購入し、経常的に  消費する
ものであって、かつ常時保有する量が明らかに１年間の消費量を下回るものについては、  その購入時に
支出として処理することができる。   
  ただし、販売用品及びこれに準ずたな卸資産については、当該たな卸資産を消費したときに支出する も
のとする。 

 

 

（賞与引当金） 

第 38 条 本会は、職員に対して支給する賞与のうち、当

該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金と

して 計上することができる。 

 

 

（賞与引当金） 

第 38 条 本会は、職員に対して支給する賞与のうち、当

該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金と

して 計上することができる。 

（会計基準：第２９条（その他の引当て）） 
 前条に規定するものの他、引当金として計上すべきものがある場合には、当該会計年度の負担に属する金
額を当該会計年度の事業活動収支計算における支出として繰り入れ、その残高を負債の部に内容を示す名称
を付した引当金の科目をもって計上するものとする。  (注 11)    
 
 
 
（老計第８号指針課長通知：第 2 会計処理について） 



賞与引当金の繰入額の計算は、原則として、合理的な見積

りによるとしているが、それにより難い場合は、例えば、法

人税法上の暦年基準、または支給対象期間基準等の計算方法

により行うことができる。 

ただし、毎会計年度に支給する賞与総額に大きな変動がな

いと見込まれ、重要性に乏しいと思われる場合には、賞与引

当金を計上しないことができる。 

  

賞与引当金の繰入額の計算は、原則として、合理的な見積

りによるとしているが、それによりがたい場合は、例えば、

法人税法上の暦年基準、または支給対象期間基準等の計算方

法により行うことができる。 

ただし、毎会計年度に支給する賞与総額に大きな変動がな

いと見込まれ、重要性に乏しいと思われる場合には、賞与引

当金を計上しないことができる。 

  

７ 引当金について 
 (3)  その他の引当金 
   その他の引当金については、資本的支出とされる修繕費の支払に対する準備額を引当金とすることは、
本来の引当金の趣旨に反することから、修繕引当金及びこれに準じる引当金を計上することができない
ものとする。 

   なお、当分の間、その他の引当金としては、賞与引当金のみに限るものとする。      
 
 
 
（社援施第９号措置施設適用課長通知：３ 運営費の積立金等について ） 
 将来発生が見込まれる経費に対処する財源として、人件費積立金、修繕積立金及び備品等購入積立金を貸
借対照表の純資産の部に計上していたところであるが、社会福祉法人の長期的な経営の安定を確保し、再生
機能の強化を図るため、特定目的積立金として人件費積立金及び施設整備等積立金に統合を行うこととした。
（「弾力運用課長通知」問５の取扱いをする法人については、従前のとおり人件費積立金、修繕積立金、備品
等購入積立金とする。） 
 ただし、その場合においても各施設毎の積立金の累計額の把握が可能となるようそれぞれの経理区分毎に
明細表を作成すること。 
 また、支払資金の残高についても同様に経理区分毎に管理すること。 
 
 
（児保第１３号保育所適用課長通知：２．人件費引当金等の取扱について） 
 経理規定準則においては、人件費引当金、修繕引当金及び備品等購入引当金を貸借対照表の負債の部に計
上してきたところであるが、会計基準においてはそれぞれ人件費積立金、修繕積立金及び備品等購入積立金
として純資産の部に計上すること。 
 また、資産の部においては、その他の固定資産の中に、保育所繰越積立預金の科目を設けて、人件費積立
金、修繕積立金及び備品等購入積立金の合計額と同額を計上するとともに、４に定める明細表において、さ
らに人件費積立預金、修繕積立預金及び備品等購入積立預金の科目を設け、それぞれ人件費積立金、修繕費
積立金及び備品等購入積立金の額を計上すること。 
 なお、平成１１年度までの積立分を含め、人件費積立金等の使途に係る制限については、従前の取扱いと
変わりがないものであること。 

 

 

 

退職金は、退職という退職金支給の条件が成立したとき

に、法人側に債務が、退職した職員に債権が生じ、法人は、

その時点で退職金支出を計上する。 

個々の人に支払われる退職金の額は、ほとんどの場合、退

職者の勤務年数に比例するように計算される。 

したがって、各会においては、会計年度末に在籍する職員

に対する退職金の会計年度末現在の要支給額（職員が自己都

合により退職すると仮定した場合の退職金支給額）を集計

し、退職給与引当金という勘定科目を用いて負債に計上する

必要がある。 

退職給与引当金の額の計算は、退職金の要支給額のうち法

人が負担すべき額をいうのであるから、退職金の要支給額か

ら外部により賄われる額を控除して求める。 

 

（退職給与引当金） 

第 39 条 本会は、職員に対して将来支給する退職金の

うち、当該会計年度の負担に属する金額を退職給与引

当金に計上する。 

 

２ 前項の退職給与引当金の額は、当該会計年度末に在

籍する全職員が自己都合により退職したと仮定した

場合の退職金要支給額のうちの本会負担額とする。 

 

 

 

退職金は、退職という退職金支給の条件が成立したとき

に、法人側に債務が、退職した職員に債権が生じ、法人は、

その時点で退職金支出を計上する。 

個々の人に支払われる退職金の額は、ほとんどの場合、退

職者の勤務年数に比例するように計算される。 

したがって、各会においては、会計年度末に在籍する職員

に対する退職金の会計年度末現在の要支給額（職員が自己都

合により退職すると仮定した場合の退職金支給額）を集計

し、退職給与引当金という勘定科目を用いて負債に計上する

必要がある。 

退職給与引当金の額の計算は、退職金の要支給額のうち法

人が負担すべき額をいうのであるから、退職金の要支給額か

ら外部により賄われる額を控除して求める。 

 

（退職給与引当金） 

第 39 条 本会は、職員に対して将来支給する退職金の

うち、当該会計年度の負担に属する金額を退職給与引

当金に計上する。 

 

２ 前項の退職給与引当金の額は、当該会計年度末に在

籍する全職員が自己都合により退職したと仮定した

場合の退職金要支給額のうちの本会負担額とする。 

（会計基準：第２８条（退職債務の引当て）） 
 職員に対し退職金を支給することが定められている場合には、将来支給する退職金のうち、当該会計年度
の負担に属すべき金額を当該会計年度の事業活動収支計算における支出として繰り入れ、その残高を負債の
部に退職給与引当金として計上するものとする。（注１０） 
 
(注 10)退職債務の引当てについて 
 将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を見積る場合には、原則として、個々の
職員について、将来支給する退職金のうち社会福祉法人が負担することとなる額を見積り、その額を現在価
値に割り引いて当該会計年度の負担すべき額を計算する。 
 しかし、この計算方法を採用することが困難な場合においては、当該会計年度末に在籍する全職員が退職
するとみなした場合の退職金要支給額のうち社会福祉法人が負担することとなる額を貸借対照表の負債の部
に退職給与引当金として計上し、前会計年度末の退職給与引当金の額（当該会計年度において、退職給与引
当金の戻入れが行われた場合にはその戻入れ額を控除した額）との差額を退職給与引当金繰入額として、当
該会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出に計上することが認められる。 
 
 
 
 
（老計第８号指針課長通知：第２  会計処理について） 
７  引当金について 
(2) 退職給与引当金の処理 
  指定介護老人福祉施設等において、掛け金を資産計上することが要求されている退職共済制度に加入し
ている場合には、会計区分ごとに会計年度末時点における退職給付金として準備すべき金額を合理的に見
積もり、退職給与引当金として計上しなければならない。 

 
 
 
（社援施第９号措置施設適用課長通知：８．引当金の扱い） 
  会計基準第 28 条により計上される退職給与引当金繰入は施設経理区分の支出として計上すること。 



（掛金を支出処理する退職共済） 

掛金を支出処理するのみで資産計上する必要のない、社会

福祉・医療事業団、中小企業退職金共済等の退職共済制度に

加入している場合には、当該退職共済制度の実施団体が退職

金の支払い義務を負っているので、外部により賄われる額に

該当する。 

 

○社会福祉法人会計基準 

  ｱ 事業活動収支計算書 

      人件費支出：退職共済掛金  ／ 現金預金 

  ｲ 資金収支計算書 

      人件費支出：退職共済掛金  ／ 支払資金 

  

（掛金を資産計上する退職共済） 

掛金を資産計上することが求められている全国社会福祉

団体職員退職手当積立基金等の退職共済制度に加入してい

る場合には、掛金は預け金に過ぎず、各会が退職金の支払い

義務を負っているため、外部により賄われる額に該当しな

い。 

 

○社会福祉法人会計基準 

  ｱ 事業活動収支計算書 

    固定資産：退職共済預け金  ／ 現金預金 

  ｲ 資金収支計算書 

    財務活動による支出 

    その他の支出：退職共済預け金支出   

／ 支払資金 

（掛金を支出処理する退職共済） 

掛金を支出処理するのみで資産計上する必要のない、社会

福祉・医療事業団、中小企業退職金共済等の退職共済制度に

加入している場合には、当該退職共済制度の実施団体が退職

金の支払い義務を負っているので、外部により賄われる額に

該当する。 

 

○社会福祉法人会計基準 

  ｱ 事業活動収支計算書 

      人件費支出：退職共済掛金  ／ 現金預金

  ｲ 資金収支計算書 

      人件費支出：退職共済掛金  ／ 支払資金

  

（掛金を資産計上する退職共済） 

掛金を資産計上することが求められている全国社会福祉

団体退職手当積立基金等の退職共済制度に加入している場

合には、掛金は預け金に過ぎず、各会が退職金の支払い義務

を負っているため、外部により賄われる額に該当しない。 

 

 

○社会福祉法人会計基準 

  ｱ 事業活動収支計算書 

    固定資産：退職共済預け金 ／ 現金預金 

  ｲ 資金収支計算書 

    財務活動による支出 

    その他の支出：退職共済預け金支出  

／ 支払資金 

第７章  固定資産の管理 

 

（固定資産の範囲） 

第 40 条 固定資産とは、以下に定める資産をいい、基

本財産とその他の固定資産に分類する。 

(1)基本財産  

ｱ 基本財産特定預金 

ｲ 建物   

ｳ 建物附属設備 

ｴ 土地   

(2)その他の固定資産  

ｱ 建物  

ｲ 建物附属設備 

ｳ 構築物  

ｴ 機械及び装置  

ｵ 車輌運搬具  

ｶ 器具及び備品  

ｷ 土地  

ｸ 建設仮勘定  

ｹ 権利  

ｺ ソフトウエア  

ｻ 公益事業会計元入金  

第７章  固定資産の管理 

 

（固定資産の範囲） 

第 40 条 固定資産とは、以下に定める資産をいい、基

本財産とその他の固定資産に分類する。 

(1)基本財産  

ｱ 基本財産特定預金 

ｲ 建物   

ｳ 建物附属設備 

ｴ 土地   

(2)その他の固定資産  

ｱ 建物  

ｲ 建物附属設備 

ｳ 構築物  

ｴ 機械及び装置  

ｵ 車輌運搬具  

ｶ 器具及び備品  

ｷ 土地  

ｸ 建設仮勘定  

ｹ 権利  

ｺ ソフトウエア  

ｻ 公益事業会計元入金  

（社援施第 6号：2 減価償却の扱い） 
（1） 減価償却の方法 
 ① 減価償却資産の範囲 
   減価償却資産は、建物、構築物及び車輌等の時の経過又は使用等によりその価値が減少するもので、
耐用年数が１年以上、かつ、1個若しくは 1組の金額が 10 万円以上の資産とする。 

 
 
 
 
（定款準則：第１３条（資産の区分）） 
 この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の二種とする。 
 
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 
 
 
 
 



 

固定資産は、基本財産とその他の固定資産に区分して計上

するものとする。  

なお、固定資産に計上する減価償却資産は、「建物、建物

附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備

品、ソフトウエア等で時の経過又は使用によりその価値が減

少するもので、耐用年数が１年以上、かつ、１個若しくは１

組の金額が１０万円以上の資産」である。    

したがって、１年を超えて使用するものであっても、１個

若しくは１組の金額が１０万円未満の資産は固定資産に含

める必要はない。  

また、災害による資産の滅失により、事業遂行に重要な支

障が生じるおそれがある資産については、保険を付すことが

必要であるが、付保の割合や程度については、必ずしも基準

というものはなく、各会の環境や事情を考慮して決定するこ

とになる。 

なお、あらためて規定は設けていないが、登記または登録

を要する資産を取得した場合には、資産管理上、原則として、

登記または登録の手続きを取る必要がある。 

 

ｼ 収益事業会計元入金  

ｽ 投資有価証券  

ｾ 長期貸付金  

ｿ 長期預け金 

ﾀ 退職共済預け金 

ﾁ 措置施設繰越特定預金  

ﾂ 保育所繰越積立預金 

ﾃ 保育所施設・設備整備積立預金   

ﾄ 移行時特別積立預金 

ﾅ 移行時減価償却特別積立預金 

ﾆ 退職共済積立預金 

ﾇ ○○積立預金  

ﾈ その他の固定資産  

 

 固定資産は、基本財産とその他の固定資産に区分して計

上するものとする。  

 なお、固定資産に計上する減価償却資産は、「建物、建

物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び

備品、ソフトウエア等で時の経過又は使用によりその価値が

減少するもので、耐用年数が１年以上、かつ、１個若しくは

１組の金額が１０万円以上の資産」である。    

したがって、１年を超えて使用するものであっても、１個

若しくは１組の金額が１０万円未満の資産は固定資産に含

める必要はない。  

また、災害による資産の滅失により、事業遂行に重要な支

障が生じるおそれがある資産については、保険を付すことが

必要であるが、付保の割合や程度については、必ずしも基準

というものはなく、各会の環境や事情を考慮して決定するこ

とになる。 

なお、あらためて規定は設けていないが、登記または登録を

要する資産を取得した場合には、資産管理上、原則として、

登記または登録の手続きを取る必要がある。 

ｼ 収益事業会計元入金  

ｽ 投資有価証券  

ｾ 長期貸付金  

ｿ 長期預け金 

ﾀ 退職共済預け金 

ﾁ 措置施設繰越特定預金  

ﾂ 保育所繰越積立預金 

ﾃ 保育所施設・設備整備積立預金   

ﾄ 移行時特別積立預金 

ﾅ 移行時減価償却特別積立預金 

ﾆ 退職共済積立預金 

ﾇ ○○積立預金  

ﾈ その他の固定資産  

 

 

貸借対照表に計上される固定資産の価額についての原則

を定めたものである。 

取得原価とは、通常の取引において取得時に支払われた額

をいう。 

固定資産以外の資産の評価も、原則として固定資産と同様

である。 

無償又は通常要する価額と比較して著しく低い価額での

（取得価額） 

第 41 条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。 

(1)購入したものは、購入価格及び付帯経費 

(2)製作又は建設したものは、直接原価及び付帯経費 

(3)無償又は著しく低い価額（概ね通常の取得価額の

50％以下の価額）で取得したものは、取得のため

に通常要する価額 

(4)交換によるものは、交換提供物の帳簿価額 

 

 

 貸借対照表に計上される固定資産の価額についての原

則を定めたものである。 

 取得原価とは、通常の取引において取得時に支払われた

額をいう。 

固定資産以外の資産の評価も、原則として固定資産と同様

である。 

無償又は通常要する価額と比較して著しく低い価額での

（取得価額） 

第 41 条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。

(1)購入したものは、購入価格及び付帯経費 

(2)製作又は建設したものは、直接原価及び付帯経費

(3)無償又は著しく低い価額（概ね通常の取得価額の

50％以下の価額）で取得したものは、取得のため

に通常要する価額 

(4)交換によるものは、交換提供物の帳簿価額 

（会計基準：第２２条（資産の評価）） 
 資産の評価は、取得価額をもって行うものとする。 
 
２  通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与
の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって行うものとする。 

 
３ 交換により取得した資産の評価は、交換に対して提供した資産の帳簿価額をもって行うものとする。 



譲り受けを行った時には、取得のために通常要する価額を取

得価額とする。  

また、交換の取扱いについては、会計上、等価交換が行わ

れたものと考え、譲渡資産と取得資産との間には、損益が生

じないという仮定のもとに、「交換譲渡資産」の取得価額を

引き継ぐものとされている。  

譲り受けを行った時には、取得のために通常要する価額を取

得価額とする。  

また、交換の取扱いについては、会計上、等価交換が行わ

れたものと考え、譲渡資産と取得資産との間には、損益が生

じないという仮定のもとに、「交換譲渡資産」の取得価額を

引き継ぐものとされている。  

 

 

建設等、契約期間が長期に及ぶ場合で、着手金、中間金等

の支払い額は、建設仮勘定で処理をする旨を定めたものであ

る。  

建設仮勘定は、建設が完了し取得価額が確定した場合又は

使用が開始された場合に当該固定資産科目への振替処理を

行う。 

ただし、建設が完了し取得価額は確定しているが使用開始

前に建設仮勘定の振替を行った場合、減価償却費の計算は資

産の使用開始時から行うことに留意する。 

（建設仮勘定） 

第 42 条 有形固定資産のうち、建設未了のため取得価

額が確定しないものについては、建設仮勘定をもって

処理し、建設完了後又は使用開始時に当該固定資産科

目に振り替える処理を行う。 

  

 

建設等、契約期間が長期に及ぶ場合で、着手金、中間金等

の支払い額は、建設仮勘定で処理をする旨を定めたものであ

る。  

建設仮勘定は、建設が完了し取得価額が確定した場合又は

使用が開始された場合に当該固定資産科目への振替処理を

行う。 

ただし、建設が完了し取得価額は確定しているが使用開始

前に建設仮勘定の振替を行った場合、減価償却費の計算は資

産の使用開始時から行うことに留意する。 

（建設仮勘定） 

第 42 条 有形固定資産のうち、建設未了のため取得価

額が確定しないものについては、建設仮勘定をもって

処理し、建設完了後又は使用開始時に当該固定資産科

目に振り替える処理を行う。 

 

 

 

資産の修繕に関する手続きを定めたものである。 

修繕は、その内容により、事業活動収支計算書及び資金収

支計算書に修繕費として支出計上することで足りる場合と、

固定資産計上して減価償却により事業活動収支計算書に支

出計上（資本的支出）する場合がある。 

後者の場合の資金収支計算書については、取得時に取得支

出を計上することとする。 

   

（資本的支出）  

支出内容の判断は非常に複雑であるが、少なくとも次のい

ずれかに該当する支出は資産計上しなければならない。 

(1)今までなかったものの物理的な付加 

(2)用途変更による模様替え 

(3)機能または品質の向上を目的とした更新等の固定資

産の改良または、固定資産の耐用年数の延長のための

支出 

 

（改良と修繕） 

第 43 条 固定資産の価値の増加、又は耐用年数を延長す

るために要した支出は、これをその固定資産の帳簿価

額に加算する。 

 

２ 固定資産の現状を維持し、原能力を回復するために

要した支出は、修繕費とする。 

 

 

資産の修繕に関する手続きを定めたものである。 

修繕は、その内容により、事業活動収支計算書及び資金収

支計算書に修繕費として支出計上することで足りる場合と、

固定資産計上して減価償却により事業活動収支計算書に支

出計上（資本的支出）する場合がある。 

後者の場合の資金収支計算書については、取得時に取得支

出を計上することとする。 

   

（資本的支出）  

支出内容の判断は非常に複雑であるが、少なくとも次のい

ずれかに該当する支出は資産計上しなければならない。 

(1)今までなかったものの物理的な付加 

(2)用途変更による模様替え 

(3)機能または品質の向上を目的とした更新等の固定資

産の改良または、固定資産の耐用年数の延長のための

支出 

（改良と修繕） 

第 43 条 固定資産の価値の増加、又は耐用年数を延長す

るために要した支出は、これをその固定資産の帳簿価

額に加算する。 

 

２ 固定資産の現状を維持し、原能力を回復するために

要した支出は、修繕費とする。 

 



 

 

固定資産等の現物管理とは、現物の保管場所、数量を把握

し、利用状況、保管状況を掌握して必要な修繕を行うなど、

資産の維持・保全・有効活用を目的とした管理業務をいう。 

（現物管理） 

第 44 条 固定資産の現物管理は、管理責任者（管理責

任者を置かない場合は、「会計責任者」とする。以下、

この章において同じ。）が行う。 

 

２ 会計責任者は、固定資産管理台帳を備え、固定資産

の保全状況及び異動について所要の記帳整理をしな

ければならない。 

 

 

固定資産等の現物管理とは、現物の保管場所、数量を把握

し、利用状況、保管状況を掌握して必要な修繕を行うなど、

資産の維持・保全・有効活用を目的とした管理業務をいう。

（現物管理） 

第 44 条 固定資産の現物管理は、管理責任者（管理責

任者を置かない場合は、「会計責任者」とする。以下、

この章において同じ。）が行う。 

 

２ 会計責任者は、固定資産管理台帳を備え、固定資産

の保全状況及び異動について所要の記帳整理をしな

ければならない。 

 

 

 

固定資産を処分する場合の手続きについて定めたもので

ある。  

社会福祉法人における基本財産は定款の記載事項であり、

かつ、その処分にあたっては所轄庁の承認を必要とすること

から、基本財産である固定資産の処分の際には、理事会の議

決、原則として評議員会の議決を経たうえで行う必要があ

る。  

また、基本財産ではないが法人運営に重大な影響がある固

定資産の取得又は処分は、定款準則により、会長専決事項の

内容には含まれておらず、理事会の議決及び原則として評議

員会の議決が必要である。  

上記以外の固定資産の取得又は処分は、会長専決事項とさ

れている。 

さらに、遊休資産、不要資産を放置しておくことは、不正

を生む原因にもなりやすい。 

したがって、物品の保管管理とともに処分管理を厳重に行

うことが望まれる。担保設定、ほかの法人等への貸与につい

ても同様である。 

（取得・処分の制限等） 

第45条 基本財産である固定資産の取得及び第43条第

１項に規定する支出並びにこれらの処分については、

あらかじめ理事会の議決を経、原則として評議員会の

議決を得なければならない。 

 

２ 基本財産以外の固定資産の取得及び第 43 条第１項

に規定する支出並びにこれらの処分については、あら

かじめ会長の承認を得なければならない。ただし、法

人運営に重大な影響があるものについては、理事会の

議決を経、原則として評議員会の議決を得なければな

らない。 

 

３ 固定資産は、適正な対価なくしてこれを貸し付け、

譲り渡し、交換し、又は他に使用させてはならない。

ただし、会長が特に必要があると認めた場合はこの限

りでない。 

 

 

固定資産を処分する場合の手続きについて定めたもので

ある。  

社会福祉法人における基本財産は定款の記載事項であり、

かつその処分にあたっては所轄庁の承認を必要とすること

から、基本財産である固定資産の処分の際には、理事会の議

決、原則として評議員会の議決を経たうえで行う必要があ

る。  

また、基本財産ではないが法人運営に重大な影響がある固

定資産の取得又は処分は、定款準則により、会長専決事項の

内容には含まれておらず、理事会の議決及び原則として評議

員会の議決が必要である。  

上記以外の固定資産の取得又は処分は、会長専決事項とさ

れている。 

さらに、遊休資産、不要資産を放置しておくことは、不正

を生む原因にもなりやすい。 

したがって、物品の保管管理とともに処分管理を厳重に行

うことが望まれる。担保設定、ほかの法人等への貸与につい

ても同様である。 

（取得・処分の制限等） 

第45条 基本財産である固定資産の取得及び第43条第

１項に規定する支出並びにこれらの処分については、

あらかじめ理事会の議決を経、原則として評議員会の

議決を得なければならない。 

 

２ 基本財産以外の固定資産の取得及び第 43 条第１項

に規定する支出並びにこれらの処分については、あら

かじめ会長の承認を得なければならない。ただし、法

人運営に重大な影響があるものについては、理事会の

議決を経、原則として評議員会の議決を得なければな

らない。 

 

３ 固定資産は、適正な対価なくしてこれを貸し付け、

譲り渡し、交換し、又は他に使用させてはならない。

ただし、会長が特に必要があると認めた場合はこの限

りでない。 

（定款準則：第９条（理事会）） 
 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は、理
事長が専決し、これを理事会に報告する。 
（備考） 
（1）「日常の軽易な業務の例」としては、次のような業務がある。 
 ⑥ 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分。 
  ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。 



なお、補助金、受託金、助成金により取得し、又は効用を

増加した資産については、原則として、当該資金の交付目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供

してはならない。 

なお、補助金、受託金、助成金により取得し、又は効用を

増加した資産については、原則として、当該資金の交付目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供

してはならない。 

 

 

固定資産は金額的に重要性が高く、かつ、長期間にわたり

事業活動の基盤をなすものが多い。 

また、会計的にも、各会計年度末の貸借対照表に資産とし

て計上され、翌会計年度に引継がれる。 

したがって、毎年、固定資産物品台帳に基づいて現品調査

を行って、総勘定元帳の残高と現物が一致していることを確

かめ、会長へ報告する必要がある。 

（現在高報告） 

第 46 条 管理責任者は、毎会計年度末現在における固定

資産の保管現在高及び貸出中のものについてはその

貸出状況を、固定資産管理台帳に基づき、調査、確認

し、会計責任者に報告しなければならない。 

 

２ 会計責任者は、前項の報告に基づき、固定資産管理

台帳に必要な記録の修正を行うとともに、その結果を

会長に報告しなければならない。 

 

 

固定資産は金額的に重要性が高く、かつ、長期間にわたり

事業活動の基盤をなすものが多い。 

また、会計的にも、各会計年度末の貸借対照表に資産とし

て計上され、翌会計年度に引継がれる。 

したがって、毎年、固定資産物品台帳に基づいて現品調査

を行って、総勘定元帳の残高と現物が一致していることを確

かめ、会長へ報告する必要がある。 

（現在高報告） 

第 46 条 管理責任者は、毎会計年度末現在における固定

資産の保管現在高及び貸出中のものについてはその

貸出状況を、固定資産管理台帳に基づき、調査、確認

し、会計責任者に報告しなければならない。 

 

２ 会計責任者は、前項の報告に基づき、固定資産管理

台帳に必要な記録の修正を行うとともに、その結果を

会長に報告しなければならない。 

 

  (社援基発第 0731001 号課長通知) 
社会福祉法人会計基準の一部改正について 
 
２減価償却の扱い 
 
（１）減価償却の方法 
 
②取得価額及び残存価額 
減価償却資産の評価額は取得価額とする。また、残存価額は以下のとおりとする。 

 
ア 平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産 
 有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額は取得価額の１０％とする。耐用年数到来時に
おいても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額（１円）まで償却を行うことができる
ものとする。 
 
イ 平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産 
 有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額
から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却することができるものとする。 
 
ウ 無形固定資産 
無形固定資産については、当初より残存価額をゼロとして減価償却を行うものとする。 

 

 

 

(老計発第 0706001 号課長通知) 
指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについての一部改正について 
 
６減価償却について 
 
(3)残存価額 
残存価額は原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）によるも

のとする。 
 



(減価償却) 

第 47 条 固定資産のうち、時の経過又は使用によりそ

の価値が減少するもの(以下「減価償却資産」という。)

については、毎会計年度減価償却を行う。 

 

２ 減価償却の方法は、次のとおりとする。 

(1)有形減価償却資産については○○法 

(2)無形減価償却資産については定額法 

 

３ 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用

年数等に関する省令」（昭和 40 年 3 月 31 日大蔵省令

第 15 号）によるものとする。 

 

４ 減価償却資産の残存価額は、次のとおりとする。 

(1)平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形減価償却

資産 

有形減価償却資産について償却計算を実施するため

の残存価額は取得価額の 10％とする。耐用年数到来

時においても使用し続けている有形減価償却資産に

ついては、さらに備忘価額（１円）まで償却を行う。 

(2)平成 19 年４月１日以降に取得した有形減価償却

資産 

有形減価償却資産について償却計算を実施するため

の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得

価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するま

で償却する。 

(3)無形減価償却資産 

無形減価償却資産については、当初より残存価額を

ゼロとする。 

 
法人の会計においては、固定資産のうち時の経過又は使用
によりその価値を減少するものについては、個々の固定資産
の耐用年数と残存価額を見積もって減価償却を行い、年々、
固定資産の価額を減少させる会計処理が行われる。 
 

（減価償却の方法） 
会計基準では、減価償却の方法は、原則として、定額法と
定められているが、これによりがたい場合は、定率法の採用
も認められている。  
いずれの方法を採用するかは各会の経理規程で本条に記
載する。 
  

（耐用年数）  
会計基準では、耐用年数は、原則として、種類、構造、用
途、細目の異なる毎に適正に見積もることとされている。 
ただし、各会がそれを行うことは困難な場合が多いので、
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年３
月３１日大蔵省令第１５号）によることができるとされてい
る。 
  
 

(減価償却) 

第 47 条 固定資産のうち、時の経過又は使用によりそ

の価値が減少するもの(以下「減価償却資産」という。)

については、毎会計年度減価償却を行う。 

 

２ 減価償却の方法は、次のとおりとする。 

(1)有形減価償却資産については○○法 

(2)無形減価償却資産については定額法 

 

３ 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用

年数等に関する省令」（昭和 40 年 3 月 31 日大蔵省令

第 15 号）によるものとする。 

 

４ 減価償却資産の残存価額は、次のとおりとする。 

(1)有形減価償却資産については、原則として取得価

額の 10％とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形減価償却資産については、ゼロとする。 

 

法人の会計においては、固定資産のうち時の経過又は使用
によりその価値を減少するものについては、個々の固定資産
の耐用年数と残存価額を見積もって減価償却を行い、年々、
固定資産の価額を減少させる会計処理が行われる。 
 
（減価償却の方法） 
 会計基準では、減価償却の方法は、原則として、定額法と
定められているが、これによりがたい場合は、定率法の採用
も認められている。  
 いずれの方法を採用するかは各会の経理規程で本条に記
載する。 
 
（耐用年数）  
 会計基準では、耐用年数は、原則として、種類、構造、用
途、細目の異なる毎に適正に見積もることとされている。 
 ただし、各会がそれを行うことは困難な場合が多いので、
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年３
月３１日大蔵省令第１５号）によることができるとされてい
る。 
  
 

ア 平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産 
 有形固定資産について償却期間を実施するための残存価額は取得価額の１０％とする。耐用年数到来時に
おいても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額（１円）まで償却を行うことができる
ものとする。 
 
イ 平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産 
 平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額はゼロと
し、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却することがで
きる。 
 
ウ 無形固定資産 
無形固定資産については、当初より残存価額をゼロとして減価償却を行うものとする。 

 
(4)耐用年数 
 耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によるものとする。 
 なお、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」においては、指定介護老人福祉施設等の細目が用意され
ていないため、その適用に当たっては、介護老人保健施設又は指定介護療養医療施設に準じて取り扱うもの
とする。 
 
(5)償却率等 
 減価償却費の計算は、原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の定めによるものとし、適
用する償却率等は、別表４（減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率表）とおりとする。 



（残存価額）  
(1)平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形減価償却資産 
平成19年３月31日以前に取得した有形減価償却資産の償
却計算をするための残存価額は取得価額の 10％とするも
のとされている。また、耐用年数到来時においても使用し
続けている有形減価償却資産については、さらに備忘価額
（１円）まで償却を行うものとする。 
(2)平成 19 年４月１日以降に取得した有形減価償却資産 
平成 19 年４月１日以降に取得した有形減価償却資産の償
却計算をするための残存価額はゼロとし、償却累計額が当
該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に
達するまで償却するものとする。 
(3)無形減価償却資産 
無形減価償却資産については、当初より残存価額をゼロと
する。 
 

（期中取得及び期中除却）  
期中取得の固定資産については、１年分の減価償却を行う
のではなく、使用を開始した月から期末までの月数按分した
減価償却費を計上する。  
また期中除却した固定資産については、期首から除却した
月までの減価償却費を計上し、残りの帳簿価額を売却損及び
処分損、又は売却原価として計上する。 
なお、耐用年数及び残存価額について、見積りによること
を原則とする場合、本条第３項、第４項の規定を変更する必
要がある。 

（残存価額）  
会計基準では、残存価額は、原則として、適正かつ合理的
に見積ることとされている。 
ただし、各会がそれを行うことは困難な場合が多いので、
「取得価額の 1割とする。」とされている。   
なお、耐用年数到来時においても使用しつづけている有形
固定資産については、更に備忘価額（１円）まで償却を続け
ることができる。 
 
 
 
 
 
無形減価償却資産については、当初より残存価額をゼロとす
る。 

 
（期中取得及び期中除却）  
期中取得の固定資産については、１年分の減価償却を行う
のではなく、使用を開始した月から期末までの月数按分した
減価償却費を計上する。  
また期中除却した固定資産については、期首から除却した
月までの減価償却費を計上し、残りの帳簿価額を売却損及び
処分損、又は売却原価として計上する。 
なお、耐用年数及び残存価額について、見積りによること
を原則とする場合、本条第３項、第４項の規定を変更する必
要がある。 

 

 

 月次報告書は、月次単位での財政状態及び経営成績並びに

支払資金の収支状況を明らかにするものである。 

 また、月次報告書は、総勘定元帳の記録が正確に行われて

いることを、金額的に、総合的に確かめる書類でもある。 

 したがって、必ず月次単位で作成し、会長に報告する必要

がある。 

 

 

第８章 決 算 

 

（月次報告） 

第 48 条 会計責任者は、毎月末日における月次報告書

を作成し、翌月○日までに会長に提出しなければなら

ない。 

 

２ 前項の月次報告書は、次のとおりとする。 

(1)月次資金収支計算書及びこれに附属する資金収支

内訳表   

(2)月次事業活動収支計算書及びこれに附属する事業

活動収支内訳表  

(3)月次貸借対照表（貸借対照表についても内訳表を

作成する場合には「及びこれに附属する貸借対照

表内訳表」を追加。） 

 

 

 月次報告書は、月次単位での財政状態及び経営成績並びに

支払資金の収支状況を明らかにするものである。 

 また、月次報告書は、総勘定元帳の記録が正確に行われて

いることを、金額的に、総合的に確かめる書類でもある。 

 したがって、必ず月次単位で作成し、会長に報告する必要

がある。 

第８章 決 算 

 

（月次報告） 

第 48 条 会計責任者は、毎月末日における月次報告書

を作成し、翌月○日までに会長に提出しなければなら

ない。 

 

２ 前項の月次報告書は、次のとおりとする。 

(1)月次資金収支計算書及びこれに附属する資金収支

内訳表   

(2)月次事業活動収支計算書及びこれに附属する事業

活動収支内訳表  

(3)月次貸借対照表（貸借対照表についても内訳表を

作成する場合には「及びこれに附属する貸借対照

表内訳表」を追加。） 

 



 

 正確な決算を行うために、次に掲げる原則によって会計処

理を行い、少なくとも本条に定める決算整理を行わなければ

ならない。 

 

（会計処理の原則） 

○ 真実性の原則 

○ 複式簿記の原則 

○ 明瞭性の原則 

○ 継続性の原則 

○ 総額表示の原則 

○ 発生主義の原則 

○ 重要性の原則 

○ 実現主義の原則 

 

（決算整理） 

①棚卸資産について棚卸表を作成すること。 

②決算整理前の試算表を作成すること。 

③総勘定元帳の勘定残高と補助簿の残高合計を照合する

こと。 

 

(決算整理事項） 

第 49 条 年度決算においては、通常の整理業務のほか、

少なくとも次の事項について決算整理を行う。 

(1)予算の執行状況の確認 

(2)資産が実在し、評価が正しく行われていることの

確認 

(3)会計年度末までに発生したすべての負債が計上さ

れていることの確認 

(4)減価償却費の計上 

(5)引当金の繰入れ及び戻入れ 

(6)純資産の残高の確認 

   ｱ基本金の組入れ及び取崩し 

  ｲ 基金の組入れ及び取崩し 

  ｳ 国庫補助金等特別積立金の積立て及び取崩し 

  ｴ その他の積立金の積立て及び取崩し 

  ｵ 元入金の組入れ 

(7)上記(1)から(6)に基づいて必要な会計伝票の起票 

 

２ 決算を正確に行い、決算数値の根拠を明らかにして

おくために、次の明細表を作成する。 

  ｱ 借入金明細表 

  ｲ 寄附金収入明細表 

  ｳ 補助金収入明細表 

  ｴ 基本金明細表 

  ｵ 国庫補助金等特別積立金明細表 

  ｶ 固定資産増減明細表 

  ｷ 固定資産集計表 

  ｸ 引当金明細表 

  ｹ その他必要な明細表 

 

 正確な決算を行うために、次に掲げる原則によって会計処

理を行い、少なくとも本条に定める決算整理を行わなければ

ならない。 

 

（会計処理の原則） 

○ 真実性の原則 

○ 複式簿記の原則 

○ 明瞭性の原則 

○ 継続性の原則 

○ 総額表示の原則 

○ 発生主義の原則 

○ 重要性の原則 

○ 実現主義の原則 

 

（決算整理） 

①棚卸資産について棚卸表を作成すること。 

②決算整理前の試算表を作成すること。 

③総勘定元帳の勘定残高と補助簿の残高合計を照合する

こと。 

 

(決算整理事項） 

第 49 条 年度決算においては、通常の整理業務のほか、

少なくとも次の事項について決算整理を行う。 

(1)予算の執行状況の確認 

(2)資産が実在し、評価が正しく行われていることの

確認 

(3)会計年度末までに発生したすべての負債が計上さ

れていることの確認 

(4)減価償却費の計上 

(5)引当金の繰入れ及び戻入れ 

(6)純資産の残高の確認 

  ｱ 基本金の組入れ及び取崩し 

  ｲ 基金の組入れ及び取崩し 

  ｳ 国庫補助金等特別積立金の積立て及び取崩し 

  ｴ その他の積立金の積立て及び取崩し 

  ｵ 元入金の組入れ 

(7)上記(1)から(6)に基づいて必要な会計伝票の起票

 

２ 決算を正確に行い、決算数値の根拠を明らかにして

おくために、次の明細表を作成する。 

  ｱ 借入金明細表 

  ｲ 寄附金収入明細表 

  ｳ 補助金収入明細表 

  ｴ 基本金明細表 

  ｵ 国庫補助金等特別積立金明細表 

  ｶ 固定資産増減明細表 

  ｷ 固定資産集計表 

  ｸ 引当金明細表 

  ｹ その他必要な明細表 

（社援第３１０号基準局長通知：３ 会計基準運用上の留意点 ）   
（６）附属明細書の作成      
   従来の附属明細書を大幅に簡素化した上で、重要な資産及び負債等の状況を明確にするために、借入金、
貸付金及び固定資産等についてその内容を朗らかにする明細書を作成すること。 

 
（社援施第６号基準課長通知：1 運用上の留意事項） 
（４）借入金の扱い 
      借入金の借り入れ及び償還にかかる会計処理は、借入目的に応じて、各経理区分で処理することとす
る。 

   なお、資金を借り入れた場合については、別紙１を参考のうえ借入金明細表を作成し、借入先、借入
額及び償還額等を適切に管理することとする。    

 
（５）寄附金の扱い      
① 金銭の寄附は、寄附目的により経理区分の帰属を決定し、当該経理区分の寄附金収入とすることとす
る。 
② 寄附物品については、取得時の時価により寄附金収入として計上するとともに、当該物品の使途目的
に応じて対応する支出科目に計上することとする。 
ただし、当該物品が飲食物等で即日消費されるもの又は社会通念上寄附金収入として扱うことが不適

当なものはこの限りではない。 
なお、寄附金等を収受した場合においては、寄附者から寄附申込書を受けることとし、別紙２を参考

のうえ、寄附金収入明細表を作成し、寄附者、寄附目的、寄附金額等を適切に管理することとする。 
 
（７）引当金の扱い 
   法人において各引当金を計上する場合には、それぞれ引当金の内容を示す名称を付して計上すること
とし、引当金の性格によって支出する経理区分を決定することとする。また、各法人において引当金明
細表を適宜作成する等適切に管理することとする。 

 
（９）各種補助金の扱い                                      
      施設整備等に係る補助金、借入金元金償還補助金、借入金利息補助金及び経常経費補助金等の各種補
助金については、補助の目的に応じて帰属する経理区分を決定し、各施設経理区分で受け入れることと
する。(別紙３参照)    

 
（10） 基本金及び基本金の組入れ及び取崩し  
 ② 組入れ及び取崩し 
会計基準第 31 条に規定する基本金への組み入れについては、複数の施設に対して一括して寄附金を受

け入れた場合には、最も合理的な基準に基づいて各経理区分に配分することとする。 
   また、会計基準第 32 条に規定する基本金の取り崩しについても各経理区分において取り崩しの処理を
行うこととする。 

   なお、基本金の組み入れは会計年度末に一括して合計額を計上することができるものとし、組み入れ
に当たっては、別紙４を参考のうえ基本金明細表を作成し、それらの内容を記載することとする。 

 
（11）国庫補助金等特別積立金の積立て及び取崩し  
   会計基準第 33 条に規定する国庫補助金等特別積立金については、国又は地方公共団体等から受け入れ
た補助金及び助成金等の額を各施設経理区分で受け入れることとし、合築等により受け入れる経理区分
が判明しない場合には、最も合理的な基準に基づいて各経理区分に配分することとする。 

   また、会計基準第 34 条に規定する国庫補助金等特別積立金の減価償却による取り崩し及び国庫補助金
等特別積立金の対象となった基本財産等が廃棄又は売却された場合の取り崩しの場合についても各経理
区分で処理することとする。 

   なお、国庫補助金等特別積立金の積み立て及び取り崩しに当たっては、別紙５を参考のうえ国庫補助
金等特別積立金明細表を作成し、それらの内容を記載することとする。 

 
 
（社援施第６号基準課長通知：２ 減価償却の扱い） 
（４）その他 
      減価償却を実施するに際して適正な資産評価及び減価償却費の計上を行うために、各法人においては

別紙６を参考のうえ固定資産管理台帳等を作成し、適切に管理することとする。 
  
 
（社援施第９号措置施設適用課長通知：３ 運営費の積立金等について ） 
 将来発生が見込まれる経費に対処する財源として、人件費積立金、修繕積立金及び備品等購入積立金を貸
借対照表の純資産の部に計上していたところであるが、社会福祉法人の長期的な経営の安定を確保し、再生



④預貯金、借入金等について、金融機関等の発行する残高

証明書を受領し、総勘定元帳残高と照合すること。 

⑤資産の実在性及び評価方法を確認すること。 

⑥負債の網羅性を確認すること。  

⑦その他、事業活動収支計算書（損益計算）の導入にとも

ない必要となる取引について決算整理を行うこと。 

 1.減価償却費の計上 

 2.引当金の繰入れ及び戻入れ 

 3.純資産の残高の確認 

    ｱ 基本金の組入れ及び取崩し 

    ｲ 基金の組入れ及び取崩し 

    ｳ 国庫補助金等特別積立金の積立て及び取崩し 

    ｴ その他の積立金の積立て及び取崩し 

    ｵ 元入金の組入れ 

 

 なお、決算数値の根拠を明らかにするために作成すべき明

細表についても本条で規定している。 

 様式は、厚生省通知「社会福祉法人会計基準の制定につい

て」（平成 12 年２月 17 日社援施第６号）における別紙様式

を参考に作成する。  

 

○ 借入金、寄附金収入、補助金収入の明細表 

 支払資金の増加・減少を伴う取引であり、帰属する経

理区分・勘定科目等の根拠付けが必要なもの 

 ｱ 借入金明細表  

 ｲ 寄附金収入明細表 

 ｳ 補助金収入明細表 

 

○ 基本金、国庫補助金等特別積立金、減価償却処理を行

う固定資産、引当金の明細表 

 支払資金の増加・減少を伴わない取引であるが、金額

の算定根拠を明らかにする必要があるもの 

 ｴ 基本金明細表 

 ｵ 国庫補助金等特別積立金明細表 

 ｶ 固定資産増減明細表 

 ｷ 固定資産集計表 

 ｸ 引当金明細表  

 

○ その他、必要な明細表 

 ｱ 現金、預貯金、有価証券に関する明細表、 

 ｲ 未収金、立替金、前渡金、仮払金、未払金、預

り金等の経過勘定に関する明細表 

④預貯金、借入金等について、金融機関等の発行する残高

証明書を受領し、総勘定元帳残高と照合すること。 

⑤資産の実在性及び評価方法を確認すること。 

⑥負債の網羅性を確認すること。  

⑦その他、事業活動収支計算書（損益計算）の導入にとも

ない必要となる取引について決算整理を行うこと。 

 1.減価償却費の計上 

 2.引当金の繰入れ及び戻入れ 

 3.純資産の残高の確認 

    ｱ 基本金の組入れ及び取崩し 

    ｲ 基金の組入れ及び取崩し 

    ｳ 国庫補助金等特別積立金の積立て及び取崩し 

    ｴ その他の積立金の積立て及び取崩し 

    ｵ 元入金の組入れ 

 

 なお、決算数値の根拠を明らかにするために作成すべき明

細表についても本条で規定している。 

 様式は、厚生省通知「社会福祉法人会計基準の制定につい

て」（平成 12 年２月 17 日社援施第６号）における別紙様式

を参考に作成する。  

 

○ 借入金、寄附金収入、補助金収入の明細表 

 支払資金の増加・減少を伴う取引であり、帰属する経

理区分・勘定科目等の根拠付けが必要なもの 

 ｱ 借入金明細表  

 ｲ 寄附金収入明細表 

 ｳ 補助金収入明細表 

 

○ 基本金、国庫補助金等特別積立金、減価償却処理を行

う固定資産、引当金の明細表 

 支払資金の増加・減少を伴わない取引であるが、金額

の算定根拠を明らかにする必要があるもの 

 ｴ 基本金明細表 

 ｵ 国庫補助金等特別積立金明細表 

 ｶ 固定資産増減明細表 

 ｷ 固定資産集計表 

 ｸ 引当金明細表  

 

○ その他、必要な明細表 

 ｱ 現金、預貯金、有価証券に関する明細表、 

 ｲ 未収金、立替金、前渡金、仮払金、未払金、預

り金等の経過勘定に関する明細表 

機能の強化を図るため、特定目的積立金として人件費積立金及び施設整備等積立金に統合を行うこととした。
（「弾力運用課長通知」問５の取扱いをする法人については、従前のとおり人件費積立金、修繕積立金、備品
等購入積立金とする。） 
 ただし、その場合においても各施設毎の積立金の累計額の把握が可能となるようそれぞれの経理区分毎に
明細表を作成すること。 
 また、支払資金の残高についても同様に経理区分毎に管理すること。 
 
 
（児保第１３号保育所適用課長通知：２．人件費引当金等の取扱について） 
 経理規定準則においては、人件費引当金、修繕引当金及び備品等購入引当金を貸借対照表の負債の部に計
上してきたところであるが、会計基準においてはそれぞれ人件費積立金、修繕積立金及び備品等購入積立金
として純資産の部に計上すること。 
 また、資産の部においては、その他の固定資産の中に、保育所繰越積立預金の科目を設けて、人件費積立
金、修繕積立金及び備品等購入積立金の合計額と同額を計上するとともに、４に定める明細表において、さ
らに人件費積立預金、修繕積立預金及び備品等購入積立預金の科目を設け、それぞれ人件費積立金、修繕費
積立金及び備品等購入積立金の額を計上すること。 
 なお、平成１１年度までの積立分を含め、人件費積立金等の使途に係る制限については、従前の取扱いと
変わりがないものであること。 
 
 
（会計基準：第 31 条（基本金）） 
(注 12)基本金への組入れ及び国庫補助金等特別積立金への積立てについて 
 会計基準第 31 条に規定する基本金への組入れは、同条第１号から第３号までに規定する寄附金を事業活動
収支計算書の特別収入に計上した後、その収入に相当する額を基本金組入額として特別支出に計上して行う。
 また、会計基準第 33 条に規定する国庫補助金等特別積立金の積立ては、同条に規定する国庫補助金等の収
入額を事業活動収支計算書の特別収入に計上した後、その収入に相当する額を国庫補助金等特別積立金積立
額として特別支出に計上して行う。 
 
 
（会計基準：第 33 条（国庫補助金等特別積立金の取崩し）） 
(注 13)国庫補助金等特別積立金の取崩額について 
 国庫補助金等特別積立金は、基本財産又は特定の固定資産を取得すべきものとして国又は地方公共団体か
ら拠出された国庫補助金等に基づいて積み立てられたものであり、当該国庫補助金等の目的は、社会福祉法
人の資産取得のための負担を軽減することを通して、社会福祉法人が経営する施設等の利用者の負担を軽減
することにある。したがって、国庫補助金等特別積立金は、毎会計年度において、固定資産の減価償却費の
うち当該国庫補助金等によって取得された部分に相当する額を取り崩し、事業活動収支計算書の事業活動収
入に計上しなければならない。また、国庫補助金等の対象となった基本財産又はその他の固定資産が廃棄ま
たは売却された場合においては、当該資産に相当する国庫補助金等特別積立金の取崩額を、事業活動収支計
算書の特別収入に計上する。 
 
 
（会計基準：第 36 条（貸借対照表の記載方法）） 
(注 14）流動資産及び固定資産の区分並びに流動負債及び固定負債の区分について 
 未収金、前払金、未払金、前受金等の社会福祉事業に係る経常的な取引によって発生した債権債務は、流
動資産又は流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更生債権等で１年以内
に回収されないことが明らかなものは固定資産に属するものとする。 
 貸付金、借入金等の社会福祉事業に係る経常的な取引以外の取引によって発生した債権債務については、
その契約期間（貸付期間、借入期間等をいう。）が１年以内のものは流動資産又は流動負債に属するものとし、
１年を超えるものは固定資産又は固定負債に属するものとする。 
 現金及び預貯金は、原則として流動資産に属するものとするが、特定の目的で１年を超えて保有する預貯
金は、固定資産に属するものとする。 
 貯蔵品等のたな卸資産は、流動資産に属するものとする。 

（計算書類の作成及び確定） 

第 50 条 会計責任者は、第５条第２項に規定する計算

書類を作成し、会長に提出しなければならない。 

２ 会長は前項の書類を点検し、監事の監査を受けた

後、監査報告書を添えて理事会に提出しなければなら

ない。 

（計算書類の作成及び確定） 

第 50 条 会計責任者は、第５条第２項に規定する計算

書類を作成し、会長に提出しなければならない。 

２ 会長は前項の書類を点検し、監事の監査を受けた

後、監査報告書を添えて理事会に提出しなければなら

ない。 

（社会福祉法：第４４条（会計）） 
２ 社会福祉法人は、毎会計年度終了後 2 月以内に事業報告書、財産目録、貸借対象表及び収支計算書を作
成しなければならない。 

 
３ 理事は、前項の書類を監事に提出しなければならない。 
 
４ 社会福祉法人は、第２項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面を各事務所に備えて置き、
当該社会福祉法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合
には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 



 

 社会福祉法第４４条では、社会福祉法人は、会計年度終了

後 2月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計

算書を作成しなければならないこと、これを各事務所に備え

おかねばならないこと、および理事はこれらの書類を監事に

提出しなければならないことが定められている。 

 したがって、社会福祉法人の代表者である会長は、計算書

類作成についての責任があり、会計責任者は、法定期限に間

に合うように、本条に定める計算書類を準備し、会長へ提出

する必要がある。 

 計算書類の作成後、監事は計算書類を監査し、監査報告書

を作成する必要がある。 

 計算書類は、理事会の議決を経、原則として評議員会の議

決を得たうえで確定する。 

 

 

 

３ 計算書類は、理事会の議決を経、原則として評議員

会の議決を得なければならない。 

 

 社会福祉法第４４条では、社会福祉法人は、会計年度終了

後 2月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計

算書を作成しなければならないこと、これを各事務所に備え

おかねばならないこと、および理事はこれらの書類を監事に

提出しなければならないことが定められている。 

 したがって、社会福祉法人の代表者である会長は、計算書

類作成についての責任があり、会計責任者は、法定期限に間

に合うように、本条に定める計算書類を準備し、会長へ提出

する必要がある。 

 計算書類の作成後、監事は計算書類を監査し、監査報告書

を作成する必要がある。 

 計算書類は、理事会の議決を経、原則として評議員会の議

決を得たうえで確定する。 

 

 

３ 計算書類は、理事会の議決を経、原則として評議員

会の議決を得なければならない。 

 
 
 
（社会福祉法：第４０条（監事の職務）） 
 監事は次に掲げる職務を行う。 
（3）理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について監査した結果、不整の点があることを発
見したとき、これを評議員会（評議員会のないときは、所轄庁）に報告すること。 

 
 
 
（会計基準：第４０条（会計方針等の注記）） 
(注 15)重要な会計方針の開示について 
 重要な会計方針とは、社会福祉法人が計算書類を作成するに当たって、その財政及び活動の状況を正しく
示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに計算書類への表示の方法をいう。 
 会計方針の例としては、次のようなものがある。 
 
 （１） 有価証券の評価方法 
 （２） たな卸資産の評価方法 
 （３） 引当金の計上基準 
 （４） 収入及び支出の計上基準 
 
 代替的な複数の会計基準が認められていない場合には、会計方針の注記を省略することができる。 
 
 
（会計基準：第４０条（会計方針等の注記）） 
(注 16)重要な後発事象について 
 後発事象とは、当該会計年度末日後に発生した事象で翌会計年度以後の社会福祉法人の財政及び活動の状
況に影響を及ぼすものをいう。 
 重要な後発事象は社会福祉法人の状況に関する利害関係者の判断に重要な影響を与えるので、計算書類作
成日までに発生したものは計算書類に注記する必要がある。 
 
 重要な後発事象の例としては、次のようなものがある。 
 （１） 火災、出水等による重大な損害の発生 
 （２） 施設の開設または閉鎖、施設の譲渡または譲受け 
 （３） 重要な係争事件の発生または解決 
 （４） 重要な徴収不能額の発生 
 
 なお、後発事象の発生により、当該会計年度の決算における会計上の判断ないし見積りを修正する必要が
生じた場合には、当該会計年度の計算書類に反映させなければならない。 
 
 
 
（会計基準：第４０条（会計方針等の注記）） 
(注 17)その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項について 
 会計基準第 40 条第１項第７号の「その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項」とは、
計算書類に記載すべきものとして会計基準に定められたもののほかに、社会福祉法人の利害関係者が、当該
法人の状況を適正に判断するために必要な事項である。 
 このような事項は、個々の社会福祉法人の経営内容、周囲の環境等によって様々であるが、その例として
は、次のようなものがある。 
 
 （１）状況の変化にともなう引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価額の変更等会計処理

上の見積方法の変更に関する事項 
 
 （２）法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな事実の発生にともない

新たに採用した会計処理に関する事項 
 
 （３）  勘定科目の内容について特に説明を要する事項 
 
 （４）  法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 



 

 

 内部会計監査は、業務執行の最高責任者である会長が、そ

の責任を全うするために権限委譲した各部課が適切に業務

を遂行していることを確かめるために行うものである。 

 したがって、内部監査の結果は会長に報告される。内部監

査は監事の監査とは別のものである。 

 監事の監査は、会長その他の役員および職員が行っている

業務が、法令定款の定めに従って、かつ効率的に行われるこ

とを確かめることを目的として行われ、監査の結果は、理事

会および評議員会に報告される。 

第９章 会計監査 

 

（内部監査） 

第 51 条 会長は、内部会計監査担当者を選任し、関係

法令及びこの経理規程に基づいて適正妥当な会計処

理がなされたかどうかを監査させ、その結果を報告さ

せることができる。 

 

 

 内部会計監査は、業務執行の最高責任者である会長が、そ

の責任を全うするために権限委譲した各部課が適切に業務

を遂行していることを確かめるために行うものである。 

 したがって、内部監査の結果は会長に報告される。内部監

査は監事の監査とは別のものである。 

 監事の監査は、会長その他の役員および職員が行っている

業務が、法令定款の定めに従って、かつ効率的に行われるこ

とを確かめることを目的として行われ、監査の結果は、理事

会および評議員会に報告される。 

第９章 会計監査 

 

（内部監査） 

第 51 条 会長は、内部会計監査担当者を選任し、関係

法令及びこの経理規程に基づいて適正妥当な会計処

理がなされたかどうかを監査させ、その結果を報告さ

せることができる。 

 

 

 

  内部会計監査担当者の監査とは別に、外部の会計専門家に

よる監査を受ける場合を想定した条文である。 

  外部監査を受けた場合には、監査済の計算書類であること

を示すために、その監査報告書は必ず計算書類に添付しなけ

ればならない。 

(外部監査） 

第 52 条 会計の透明性をより高めるために、外部の会

計専門家に対し、外部監査を依頼することができる。 

 

２ 外部監査を依頼した場合には、その監査報告書を計

算書類に添付する。 

 

 

  内部会計監査担当者の監査とは別に、外部の会計専門家に

よる監査を受ける場合を想定した条文である。 

  外部監査を受けた場合には、監査済の計算書類であること

を示すために、その監査報告書は必ず計算書類に添付しなけ

ればならない。 

(外部監査） 

第 52 条 会計の透明性をより高めるために、外部の会

計専門家に対し、外部監査を依頼することができる。

 

２ 外部監査を依頼した場合には、その監査報告書を計

算書類に添付する。 

（社援施第７号契約課長通知：１ 入札契約関係について） 
 各法人の行う入札契約については、法人運営の一層の明確化を図るため、随意契約及び競争契約について
の基準を示してきたところであるが、その重要性はいまだ変わるものではなく、今後、各法人の策定する経
理規程についても、以下の事項を踏まえ、明確に規定すること。 

 

 

 会計基準への移行により、経理規程は各法人の責任におい

て作成すべきものであるが、｢社会福祉法人における入札契

約等の取扱いについて｣(平成 12 年２月 17 日社援施第７号)

で示された契約方法を経理規程上に明確に示す必要がある

ため設けた章である。 

第 10 章 契  約 

 

（契約機関） 

第 53 条 契約は、会長又はその委任を受けた者（以下

「契約担当者」という。）でなければこれをすること

ができない。 

 

 

 会計基準への移行により、経理規程は各法人の責任におい

て作成すべきものであるが、｢社会福祉法人における入札契

約等の取扱いについて｣(平成 12 年２月 17 日社援施第７号)

で示された契約方法を経理規程上に明確に示す必要がある

ため設けた章である。 

第 10 章 契  約 

 

（契約機関） 

第 53 条 契約は、会長又はその委任を受けた者（以下

「契約担当者」という。）でなければこれをすること

ができない。 

 



 
契約は、公正性を保つため、一般競争契約を原則としてい
る。 

（一般競争契約） 

第 54 条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契

約をする場合には、あらかじめ、契約しようとする事項

の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の

場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加す

る者に必要な資格に関する事項並びに、契約事項を示す

場所等を公告して申込みをさせることにより一般競争

に付さなければならない。 

 
契約は、公正性を保つため、一般競争契約を原則としてい
る。 

（一般競争契約） 

第 54 条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契

約をする場合には、あらかじめ、契約しようとする事項

の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の

場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加す

る者に必要な資格に関する事項並びに、契約事項を示す

場所等を公告して申込みをさせることにより一般競争

に付さなければならない。 

 

  

（指名競争契約） 

第 55 条 合理的な理由から前条の一般競争に付する必要

がない場合及び適当でないと認められる場合において

は、指名競争に付することができる。なお、指名競争入

札によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲

げる場合とする。 

(1) 契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合 

(2) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数

が一般競争入札に付する必要がないと認められる程

度に少数である場合 

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められる場合 

 

２ 前項の規定にかかわらず、「地方公共団体の物品等又

は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（平成７年

政令第 372 号）第３条第１項に規定する総務大臣が定め

る区分により、総務大臣が定める額以上の契約について

は、一般競争に付さなければならない。 

 

（指名競争契約） 

第 55 条 合理的な理由から前条の一般競争に付する必要

がない場合及び適当でないと認められる場合において

は、指名競争に付することができる。なお、指名競争入

札によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲

げる場合とする。 

(1) 契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合 

(2) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数

が一般競争入札に付する必要がないと認められる程

度に少数である場合 

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められる場合

 

２ 前項の規定にかかわらず、「地方公共団体の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令」（平成７年政令

第 372 号）第３条第１項に規定する自治大臣が定める区

分により、自治大臣が定める額以上の契約については、

一般競争に付さなければならない。  

 

（随意契約）  

第 56 条  合理的な理由により、競争入札に付することが

適当でないと認められる場合においては、随意契約によ

るものとする。なお、随意契約によることができる合理

的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。 

(1) 売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が

下表に掲げられた契約の種類に応じ定められた額

を超えない場合 

(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合 

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができな

い場合 

(4) 競争入札に付することが不利と認められる場合 

(5) 時価に比して有利な価格等で契約を締結すること

ができる見込みのある場合 

(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札

に付し落札者がない場合 

(7) 落札者が契約を締結しない場合 

 

 

（随意契約）  

第 56 条  合理的な理由により、競争入札に付することが

適当でないと認められる場合においては、随意契約によ

るものとする。なお、随意契約によることができる合理

的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。 

(1) 売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が

下表に掲げられた契約の種類に応じ定められた額

を超えない場合 

(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合 

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができな

い場合 

(4) 競争入札に付することが不利と認められる場合 

(5) 時価に比して有利な価格等で契約を締結すること

ができる見込みのある場合 

(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札

に付し落札者がない場合 

(7) 落札者が契約を締結しない場合 

 

 

 
 
（会計法：第 29 条の 3） 
 契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負その他の
契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせるこ
とにより競争に付さなければならない。 
 
② 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要
な事項は、政令でこれを定める。 
 
③ 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合及び
同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、指名競争
に付するものとする。 
 
④ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及
び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によ
るものとする。 
 
⑤ 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規
定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。 
 



 

 契約の原則は、第 54 条に定めるとおり一般競争契約によ

ることになっているが、契約の規模、契約の性質から、一般

競争契約によることが、実務的に必ずしも社会福祉協議会に

とって有利または適当であるとはいえない場合が想定され

る。 

 そのような場合には、会長または契約担当者の判断で、指

名競争契約によることができるものとし、さらに随意契約に

よることが適当であると認められるときには、会長の承認を

得て随意契約によることができるとしている。 

 本条の実務運用上の公正を保つためには、内規による規定

基準を設ける必要があると思われる。 

 契約の目的や性質により、指名競争契約によることが認め

られる具体的なケースを列挙することや、指名競争契約や随

意契約によることの判断がむずかしい場合における他から

の意見聴取や協議の方法を定めておくことも必要であろう。 

 これらの内規を設けるにあたっては、会計法第２９条の３

ならびに予算決算及び会計令第９４条および第９９条の規

定が参考となる。 

２ 前項第(6)号の規定により随意契約による場合は、履

行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた

予定価格その他の条件を変更することはできない。     

 

３ 第１項第(7)号の規定により随意契約による場合は、

落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期

限を除くほか、最初競争入札に付すときに定めた条件を

変更することはできない。          

      

      契約の種類           金 額 

   １ 工事又は製造の請負         ２５０万円 

   ２ 食料品・物品等の買入れ     １６０万円 

   ３ 前各号に掲げるもの以外     １００万円 

 

 契約の原則は、第 54 条に定めるとおり一般競争契約によ

ることになっているが、契約の規模、契約の性質から、一般

競争契約によることが、実務的に必ずしも社会福祉協議会に

とって有利または適当であるとはいえない場合が想定され

る。 

 そのような場合には、会長または契約担当者の判断で、指

名競争契約によることができるものとし、さらに随意契約に

よることが適当であると認められるときには、会長の承認を

得て随意契約によることができるとしている。 

 本条の実務運用上の公正を保つためには、内規による規定

基準を設ける必要があると思われる。 

 契約の目的や性質により、指名競争契約によることが認め

られる具体的なケースを列挙することや、指名競争契約や随

意契約によることの判断がむずかしい場合における他から

の意見聴取や協議の方法を定めておくことも必要であろう。

 これらの内規を設けるにあたっては、会計法第２９条の３

ならびに予算決算及び会計令第９４条および第９９条の規

定が参考となる。 

２ 前項第(6)号の規定により随意契約による場合は、履

行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた

予定価格その他の条件を変更することはできない。     

 

３ 第１項第(7)号の規定により随意契約による場合は、

落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期

限を除くほか、最初競争入札に付すときに定めた条件を

変更することはできない。          

      

      契約の種類           金 額 

   １ 工事又は製造の請負         ２５０万円 

   ２ 食料品・物品等の買入れ     １６０万円 

   ３ 前各号に掲げるもの以外     １００万円 

（契約書の作成） 

第 57 条 契約担当者は、競争により落札者を決定したと

き、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書

を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契

約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほ

か、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただ

し、契約の性質又は目的により該当のない事項につい

ては、この限りでない。 

(1) 契約履行の場所 

(2) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法 

(3) 監査及び検査 

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における

遅延利息、違約金その他の損害金 

(5) 危険負担 

(6) かし担保責任 

(7) 契約に関する紛争の解決方法 

(8) その他必要な事項 

（契約書の作成） 

第 57 条 契約担当者は、競争により落札者を決定したと

き、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書

を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契

約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほ

か、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただ

し、契約の性質又は目的により該当のない事項につい

ては、この限りでない。 

(1) 契約履行の場所 

(2) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法 

(3) 監査及び検査 

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における

遅延利息、違約金その他の損害金 

(5) 危険負担 

(6) かし担保責任 

(7) 契約に関する紛争の解決方法 

(8) その他必要な事項 

 



 

 契約書の作成にあたり記載すべき事項を定めたものであ

る。 

 

２ 前項の規定により契約書を作成する場合において

は、契約担当者は契約の相手方とともに契約書に記名

押印しなければならない。 

 

 契約書の作成にあたり記載すべき事項を定めたものであ

る。 

 

２ 前項の規定により契約書を作成する場合において

は、契約担当者は契約の相手方とともに契約書に記名

押印しなければならない。 

 

 

（契約書の作成を省略することができる場合） 

第 58 条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合に

は、契約書の作成を省略することができる。  

(1) 指名競争又は随意契約で契約金額が 100 万円を

超えない契約をするとき 

(2) せり売りに付するとき 

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即

納してその物品を引き取るとき 

(4) (1)及び(3)に規定する場合のほか、随意契約によ

る場合において会長が契約書を作成する必要がな

いと認めるとき 

 

２ 第１項の規定により契約書の作成を省略する場合

においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履

行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴

するものとする。 

 

 

（契約書の作成を省略することができる場合） 

第 58 条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合に

は、契約書の作成を省略することができる。  

(1) 指名競争又は随意契約で契約金額が 100 万円を

超えない契約をするとき 

(2) せり売りに付するとき 

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即

納してその物品を引き取るとき 

(4)(1)及び(3)に規定する場合のほか、随意契約によ

る場合において会長が契約書を作成する必要がな

いと認めるとき 

 

２ 第１項の規定により契約書の作成を省略する場合

においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履

行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴

するものとする。 

 

 

 

 税務の手続きについて定めたものである。   

社会福祉協議会に係る税金には、源泉所得税、消費税、収

益事業にかかわる法人税・住民税・及び事業税、不動産取得

税、固定資産税、登録免許税等がある。  

 このうち、不動産取得税、固定資産税、登録免許税等の賦

課される税金については期限までに納付し、源泉所得税、消

費税、収益事業にかかわる法人税・住民税・及び事業税とい

った申告（又は徴収）による納付が必要な税金については申

告（又は徴収）の要否を判断する必要がある。 

 

第 11 章 補 則 

 

（税務の範囲と申告納付） 

第 59 条 本章において税務とは、本会の税金の申告及

び納付に関する業務をいう。 

 

２  会計責任者は、各税法の規定に従い、その申告の要

否を判断し、申告の必要がある場合には税務申告書を

作成し、所定の期日までに所轄官庁に申告・納付しな

ければならない。 

 

 

 税務の手続きについて定めたものである。   

社会福祉協議会に係る税金には、源泉所得税、消費税、収

益事業にかかわる法人税・住民税・及び事業税、不動産取得

税、固定資産税、登録免許税等がある。  

 このうち、不動産取得税、固定資産税、登録免許税等の賦

課される税金については期限までに納付し、源泉所得税、消

費税、収益事業にかかわる法人税・住民税・及び事業税とい

った申告（又は徴収）による納付が必要な税金については申

告（又は徴収）の要否を判断する必要がある。 

第 11 章 補 則 

 

（税務の範囲と申告納付） 

第 59 条 本章において税務とは、本会の税金の申告及

び納付に関する業務をいう。 

 

２  会計責任者は、各税法の規定に従い、その申告の要

否を判断し、申告の必要がある場合には税務申告書を

作成し、所定の期日までに所轄官庁に申告・納付しな

ければならない。 

 



 

  社会福祉法第５５条により、理事会の議決を経、原則とし

て評議員会の議決を得た計算書類は総資産の変更登記をし

なければならないことを定めたものである。 

 資産の総額の登記は、組合等登記令に定められている。 

（資産総額の登記) 

第 60 条  会長は、決算書類を作成し、監事の監査を経

て、理事会の議決を経、原則として評議員会の議決を

受けた後、遅滞なく資産の総額の登記を行う。 

 

  社会福祉法第５５条により、理事会の議決を経、原則とし

て評議員会の議決を得た計算書類は総資産の変更登記をし

なければならないことを定めたものである。 

 資産の総額の登記は、組合等登記令に定められている。 

（資産総額の登記) 

第 60 条  会長は、決算書類を作成し、監事の監査を経

て、理事会の議決を経、原則として評議員会の議決を

受けた後、遅滞なく資産の総額の登記を行う。 

 
 
（組合等登記令：第６条（変更の登記））  
 組合等は、第２条に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては２週間以内
に、従たる事務所の所在地においては３週間以内に、変更の登記をしなければならない。 
 
２ 基金、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、前項の規定にかかわ
らず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては４週間以
内に、従たる事務所の所在地においては５週間以内にすれば足りる。 
   
３ 資産の総額の変更の登記は、第１項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年
度終了後、２月以内にすれは足りる。 
 

 

 

計算書類の開示方法について定めたものである。  

 定款準則の規定により、計算書類及び事業報告書を開示す

る必要がある。 

 計算書類の開示の方法については、定款準則において「会

報(広報紙)」への掲載、新聞への公告、事務所での閲覧の方

法が示されている。  

（計算書類の開示） 

第 61 条 会長は、第５0条第３項の承認を受けた計算書

類と事業報告書を○○により開示する。 

 

 

計算書類の開示方法について定めたものである。  

 定款準則の規定により、計算書類及び事業報告書を開示す

る必要がある。 

 計算書類の開示の方法については、定款準則において「会

報(広報紙)」への掲載、新聞への公告、事務所での閲覧の方

法が示されている。  

（計算書類の開示） 

第 61 条 会長は、第５0条第３項の承認を受けた計算書

類と事業報告書を○○により開示する。 

  （社会福祉法第４４条第２項・第４項） 
２ 社会福祉法人は、毎会計年度終了後２月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計  算
書を作成しなければならない。 
 
４ 社会福祉法人は、第２項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面を各事務所に備えて
置き、当該社会福祉法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求が
あった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 
 
 
（定款準則第 18 条：決算） 
２ 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備え
て置くとともに、この法人が提供する福祉ｻｰﾋﾞｽの利用を希望する者その他の利害関係人から請求が
あった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 

 

 

租税特別措置法第 68 条の６により、資金収支計算書の収

入金額が 8,000 万円（平成 12 年 10 月現在）を超えた場合に

は、当該会計年度終了の日の翌日から４ヶ月以内に当該会計

年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税

務署長に資金収支計算書を提出しなければならないことを

定めたものである。 

 ただし、法人税の申告を行っている場合には、法人税基本

通達の定めにより、法人全体の決算報告書の添付が要件とさ

れているため、この規定の適用による資金収支計算書の提出

義務はない。 

（収支計算書の提出） 

第 62 条 会長は、第５0条第３項の承認を受けた計算書

類のうち、資金収支計算書の収入金額が租税特別措置

法第６８条の 6に規定する金額を超えた場合には、所

定の期日までに所轄税務署長に対し資金収支計算書

を提出する。 

 

 

租税特別措置法第 68 条の６により、資金収支計算書の収

入金額が 8,000 万円（平成 12 年 10 月現在）を超えた場合に

は、当該会計年度終了の日の翌日から４ヶ月以内に当該会計

年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税

務署長に資金収支計算書を提出しなければならないことを

定めたものである。 

 ただし、法人税の申告を行っている場合には、法人税基本

通達の定めにより、法人全体の決算報告書の添付が要件とさ

れているため、この規定の適用による資金収支計算書の提出

義務はない。 

（収支計算書の提出） 

第 62 条 会長は、第５0条第３項の承認を受けた計算書

類のうち、資金収支計算書の収入金額が租税特別措置

法第６８条の 6に規定する金額を超えた場合には、所

定の期日までに所轄税務署長に対し資金収支計算書

を提出する。 

（租税特別措置法：第 68 条の６ （公益法人等の収支計算書の提出） ） 
 法人税法第２条第６号に規定する公益法人等（同法以外の法律によつて同号に規定する公益法人等と
みなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。）は、当該
事業年度につき法人税法第 74 条第１項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、大蔵省令で定め
るところにより、当該事業年度の収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から４月以内（政令で定
める法人にあつては、同日から政令で定める期間内）に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事
務所の所在地（外国法人にあつては、同法第 17 条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定め
る場所）の所轄税務署長に提出しなければならない。 《改正》平９法 22 

 

 

 経理規程の改廃は理事会の承認を得ておこなう必要があ

ることを定めたものである。 

（規程の改廃） 

第 63 条 この規程の改廃は、会長の上申に基づき、理

事会の同意を得て行う。 

 

 

 経理規程の改廃は理事会の承認を得ておこなう必要があ

ることを定めたものである。 

（規程の改廃） 

第 63 条 この規程の改廃は、会長の上申に基づき、理

事会の同意を得て行う。 

 



 

 

附 則 

 

１ この規程を実施するため必要な事項については、細

則で定める。 

２ この規程は、平成○年○月○日から実施する。 

 

附 則 

 

１ この規程を実施するため必要な事項については、細

則で定める。 

２ この規程は、平成○年○月○日から実施する。 

 

 


